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3９フランスにおける〈association〉とくpouvoir）（二）（高作正博）
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２
取
消
訴
訟

（
鴨
）

結
社
は
、
自
ら
の
懲
戒
権
を
構
成
員
の
非
違
行
為
（
一
画
具
。
）
に
対
し
て
行
使
す
る
。
公
務
員
の
懲
戒
制
度
に
関
し
て
は
一
般
身
分
規

程
が
置
か
れ
、
懲
戒
の
対
象
と
な
る
非
違
行
為
の
一
般
的
定
義
や
制
裁
の
内
容
、
懲
戒
手
続
（
記
録
閲
覧
、
懲
戒
評
議
会
）
等
が
規
定

（
細
）

さ
れ
て
い
る
が
、
結
社
の
場
〈
ロ
に
は
そ
の
よ
う
な
法
的
規
定
は
存
在
し
な
い
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
結
社
の
懲
戒
権
の
性
質
や
限
界

に
関
し
て
は
、
法
律
上
の
規
定
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
判
例
の
役
割
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
が
、
司
法
判
例

を
見
る
限
り
、
結
社
の
懲
戒
権
に
対
す
る
統
制
は
、
行
政
裁
判
所
の
手
法
を
採
用
し
て
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、

（戸釦）

以
下
で
は
、
行
政
判
例
の
分
類
に
従
っ
て
、
取
梢
訴
訟
と
賠
償
訴
訟
に
分
け
て
整
理
し
て
い
き
た
い
。

（
１
）
取
消
訴
訟
の
統
制
方
法
取
梢
訴
訟
と
は
、
「
行
政
決
定
に
つ
き
そ
の
違
法
性
を
理
由
と
し
て
そ
の
取
消
し
を
求
め
る
訴

｛
細
）

訟
一
と
定
義
さ
れ
る
よ
う
に
、
も
と
も
と
、
行
政
裁
判
所
に
対
し
て
提
起
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
司
法
裁
判
所
に
対
し

（
伯
）

て
為
さ
れ
る
請
求
の
訴
訟
と
は
異
な
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
権
は
そ
の
多
様
性
を
特
質
と
し
て
い
る
が
、
取
梢
訴
訟
は
、
司
法
裁
判
所

（
釦
）

か
ら
区
別
さ
れ
た
行
政
裁
判
所
に
付
随
す
る
、
独
自
の
訴
訟
類
型
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
本
稿
で
取
梢
訴
訟
に
つ
い
て
触
れ
る
の
は
、

司
法
裁
判
所
が
本
来
の
意
味
で
の
取
消
訴
訟
の
管
轄
権
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
た
め
で
は
な
い
。
次
の
取
消
事
由
な
い
し
統

制
方
法
が
司
法
判
例
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
取
梢
訴
訟
に
お
い
て
援
用
さ
れ
る
取
消
事
由
（
８
⑫
已
酋
目
巨
一
目
目
）
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
。
第
一
に
、
裁
判

お
わ
り
に

２
懲
戒
一
繍
一
の
視
点
ｌ
権
利
職
分
権
二
分
論
Ｉ

３
国
家
「
権
力
」
に
よ
る
自
由
の
視
点
ｌ
多
元
主
義
論
Ｉ



フランスにおける〈association〉とくpouvoir〉（二）（高作正博）4１
的
統
制
が
行
政
決
定
の
外
部
的
要
素
に
つ
い
て
及
ぶ
も
の
を
「
外
的
適
法
性
（
一
○
恩
一
巖
の
菖
。
曰
の
）
」
と
呼
ぶ
。
こ
れ
に
は
、
「
無
権
限

（
旨
８
三
Ｒ
ｇ
８
）
」
と
「
形
式
の
暇
疵
（
ご
｝
・
・
烏
蓉
目
・
）
」
と
が
存
す
る
。
前
者
の
「
無
権
限
」
と
は
、
行
政
決
定
の
主
体
が
そ
れ

（
伽
）

を
行
う
法
律
的
権
限
を
有
し
て
い
な
い
場
ム
ロ
に
、
そ
の
行
政
決
定
が
帯
び
る
玻
疵
で
あ
る
。
こ
の
「
無
権
限
」
の
暇
疵
は
違
法
性
の
諸

類
型
の
う
ち
で
最
も
重
大
な
も
の
と
さ
れ
、
権
限
庁
（
９
８
１
蔵
８
日
忌
一
①
三
①
）
に
よ
る
事
後
的
追
認
に
よ
っ
て
も
治
癒
さ
れ
な
い
。

ま
た
、
後
者
の
「
形
式
の
玻
疵
」
と
は
、
全
て
の
行
政
行
為
に
つ
い
て
要
求
さ
れ
る
一
定
の
手
続
（
官
・
・
＆
旨
①
）
と
形
式
（
ず
目
・
）

を
規
定
す
る
法
規
範
に
違
反
し
た
場
合
に
、
帯
び
る
暇
疵
で
あ
る
。
行
政
裁
判
に
お
い
て
、
よ
く
援
用
さ
れ
る
「
防
禦
権
（
ｓ
Ｃ
－
Ｅ
①
一
・

（
魂
）

・
浄
皀
頤
⑰
）
」
の
尊
重
は
、
「
法
の
一
般
原
理
」
の
一
つ
と
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
違
反
し
た
行
政
行
為
は
、

手
続
違
反
と
し
て
「
形
式
の
玻
疵
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
裁
判
的
統
制
が
行
政
決
定
の
内
部
的
要
素
に
つ
い
て
及
ぶ
も
の
を
「
内
的
適
法
性
（
｜
の
恩
］
愚
三
〔
①
目
①
）
」
と
い
う
。
こ
れ

に
は
、
「
権
限
濫
用
（
息
Ｓ
臣
ョ
の
目
①
ヨ
ニ
⑥
己
・
巨
く
。
｝
『
）
」
と
一
法
律
侵
犯
（
ぐ
一
．
一
昌
○
ロ
ニ
①
一
四
一
．
一
）
」
と
が
存
す
る
。
前
者
の
「
権
限
濫
用
」

は
、
行
政
が
一
般
利
益
の
目
的
な
い
し
法
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
目
的
以
外
の
目
的
を
追
求
し
、
委
ね
ら
れ
た
権
限
を
そ
の
法
定
目
的

（
詔
）

（
或
口
｝
の
恩
一
の
）
か
ら
逸
脱
（
急
Ｓ
色
目
⑰
『
）
す
る
場
合
に
帯
び
る
暇
疵
で
あ
る
。
こ
の
統
制
方
法
は
、
行
為
者
の
意
図
の
核
心
に
ま
で
判

（
洲
）

断
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
「
き
わ
め
て
大
胆
な
や
り
方
」
と
さ
れ
る
。
後
者
の
「
法
律
侵
犯
」
は
、
行
政
行
為
の
主
体
が

（｜”）

拘
束
さ
れ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
法
規
範
を
侵
犯
し
た
場
谷
口
に
帯
び
る
暇
疵
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
行
政
庁
が
法
規
範
を
全
く
考
慮
し
な
か
つ

（
卸
）

た
場
合
や
誤
っ
た
解
釈
を
し
た
場
合
な
ど
の
「
法
の
過
誤
（
ｎ
コ
①
Ｅ
『
ｑ
①
」
【
。
】
一
）
」
、
行
政
決
定
が
そ
の
根
拠
と
し
て
い
る
事
実
が
存
在

し
な
か
っ
た
場
合
、
い
わ
ゆ
る
「
事
実
の
性
質
決
定
（
＠
局
一
三
８
二
目
烏
切
酋
【
い
）
」
に
つ
き
誤
っ
た
評
価
を
行
っ
た
場
合
、
事
実
と
処

〈
銃
》

分
の
均
衡
を
判
断
す
る
比
例
性
の
統
制
な
ど
の
「
事
実
の
過
誤
（
の
弓
巨
【
二
・
胃
）
」
が
あ
る
．

そ
こ
で
以
下
で
は
、
以
上
の
行
政
裁
判
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
取
消
事
由
な
い
し
統
制
方
法
が
、
結
社
内
部
の
構
成
員
を
保
護
す
る
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司
法
裁
判
所
の
判
例
法
理
の
中
で
展
開
さ
れ
て
き
て
い
る
様
子
を
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

（
２
）
判
例
ｌ
外
的
適
法
性
の
統
制
ま
ず
は
、
結
社
に
対
す
る
外
的
適
法
性
の
統
制
に
つ
い
て
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

①
無
権
限
の
暇
疵

「
無
権
限
」
に
つ
い
て
問
題
に
な
る
こ
と
が
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
。

Ａ
除
名
処
分
に
関
す
る
規
定
の
不
存
在
判
例
は
、
規
約
上
に
除
名
処
分
を
下
す
権
限
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
も
、
総

会
に
は
そ
の
権
限
が
認
め
ら
れ
る
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
意
味
で
の
「
無
権
限
」
の
暇
疵
は
あ
り
得
な
い
。
こ
の
点
が
争
点
と
さ
れ
た

（
調
）

の
が
、
三
Ｃ
い
ご
一
一
判
決
で
あ
る
。
事
実
関
係
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
原
告
メ
ス
ニ
ル
は
、
肉
卸
販
売
業
組
合
の
組
合
員
で
あ
っ
た
が
、

｜
彼
自
身
が
採
決
に
賛
成
し
、
一
九
二
五
年
一
○
月
五
日
の
総
会
で
構
成
員
の
全
員
一
致
で
な
さ
れ
た
決
定
」
に
違
反
す
る
行
為
を
し

た
。
「
彼
の
そ
の
態
度
は
一
○
月
八
日
の
会
議
中
に
不
意
に
示
さ
れ
た
が
、
構
成
員
の
一
人
が
、
彼
を
理
事
か
ら
辞
職
さ
せ
る
よ
う
票

決
に
か
け
る
こ
と
を
提
案
し
た
」
た
め
、
総
会
で
メ
ス
ニ
ル
の
辞
職
問
題
が
討
議
さ
れ
た
。
総
会
で
は
こ
の
提
案
が
全
員
一
致
で
可
決

さ
れ
た
が
、
メ
ス
ニ
ル
は
そ
の
提
案
に
反
対
し
、
自
分
が
辞
職
す
る
こ
と
を
拒
否
し
て
、
さ
ら
に
理
事
の
資
格
で
理
事
会
の
審
議
に
出

席
し
続
け
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
組
合
長
は
、
正
式
な
通
知
を
発
し
て
い
た
が
そ
れ
も
無
駄
に
終
わ
り
、
新
し
い
総
会
が
設
立
さ
れ
る

ま
で
彼
に
会
議
室
へ
の
入
室
を
禁
止
し
て
い
た
。
ま
た
、
一
九
二
五
年
一
二
月
一
五
日
の
総
会
で
は
そ
の
問
題
を
新
た
に
審
理
す
る
よ

う
提
案
が
な
さ
れ
、
そ
こ
で
メ
ス
ー
ー
ル
の
理
事
か
ら
の
辞
職
を
議
決
し
た
最
初
の
決
定
が
確
認
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
現
存
構

成
員
の
全
員
一
致
で
メ
ス
ニ
ル
を
組
合
か
ら
除
名
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
メ
ス
ニ
ル
は
、
以
下
の
理
由
に
よ
り
当
該
決
定
の
取
梢
を
求
め
て
提
訴
し
た
。
即
ち
、
①
’
二
月
一
五
日
の
議
事
日
程

（
。
『
ｓ
の
目
」
・
貝
）
は
、
彼
の
案
件
に
つ
い
て
判
断
す
る
予
定
で
あ
っ
た
こ
と
に
言
及
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
及
び
彼
が
全
く
自
分

の
防
禦
の
準
備
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
②
出
席
証
書
が
保
管
さ
れ
て
お
ら
ず
、
定
足
数
が
法
的
に
満
た
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、

③
彼
は
二
年
間
と
い
う
任
期
で
理
事
に
選
任
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
任
期
満
了
前
に
辞
職
を
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
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う
こ
と
、
④
彼
が
背
い
た
一
九
二
五
年
一
○
月
五
日
の
決
定
は
、
合
目
的
性
に
欠
け
、
一
般
利
益
に
反
す
る
た
め
無
効
で
あ
る
こ
と
を

理
由
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
③
の
主
張
に
対
し
、
裁
判
所
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
メ
ス
ニ
ル
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
ま
ず
、

「
任
期
中
の
理
事
の
免
職
は
、
規
約
上
規
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
総
会
は
、
命
令
的
投
票
に
よ
っ
て
、
辞
職
を
勧
告
す
る
こ
と
し
か

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
」
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
勧
告
は
、
実
際
に
は
一
定
の
条
件
の
下
で
の
免
職
を
意
味
す
る
も
の
で
あ

り
規
約
に
反
す
る
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、
「
職
業
組
合
の
最
も
重
要
な
目
的
は
団
体
利
益
の
防
禦
で
あ
る
た
め
、
理
事
会
の
構
成
員

の
選
任
は
、
そ
の
支
持
者
が
有
す
る
信
頼
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
」
の
で
あ
り
、
理
事
が
そ
の
信
用
を
失
っ
た
以
上
、
免
職
の
決
定
は
異

議
を
申
し
立
て
ら
れ
ず
、
「
総
会
が
そ
の
免
職
を
実
行
す
る
権
限
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
後
者
の

点
は
、
規
約
上
に
除
名
処
分
を
下
す
権
限
や
手
続
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
も
、
総
会
が
そ
の
権
限
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
た
も

一
別
）

の
で
あ
り
、
結
社
の
懲
戒
権
レ
ト
つ
き
そ
の
自
律
性
を
尊
重
す
る
態
度
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

Ｂ
権
限
を
有
し
な
い
組
織
の
関
与
規
約
上
権
限
を
付
与
さ
れ
て
い
る
機
関
以
外
の
組
織
が
処
分
決
定
に
関
与
し
た
場
合
に
、

一
例
）

無
権
限
の
暇
疵
を
認
め
た
判
例
も
あ
る
。
そ
れ
が
Ｃ
判
決
で
あ
る
。
本
件
は
、
原
生
口
で
あ
る
Ｃ
が
、
自
ら
に
対
す
る
除
名
処
分
の
無
効

を
理
由
と
す
る
復
職
と
、
一
フ
ラ
ン
の
損
害
賠
償
お
よ
び
会
報
へ
の
判
決
文
の
掲
載
を
求
め
た
事
件
で
あ
る
。
Ｘ
ス
ポ
ー
ツ
団
体
の
規

約
に
よ
れ
ば
、
一
以
下
の
制
裁
は
委
員
会
（
８
目
一
⑩
）
に
よ
っ
て
宣
告
さ
れ
う
る
。
（
ａ
）
会
費
の
不
払
い
ま
た
は
重
大
な
理
由

（
白
。
一
房
、
国
く
風
）
に
基
づ
く
除
名
、
（
ｂ
）
一
定
期
間
の
出
場
停
止
。
」
（
八
条
）
と
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
同
条
で
は
い
か
な
る
理
由
が

（
Ⅲ
）

「
重
大
（
四
ｍ
ぐ
の
唾
）
」
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
規
定
が
な
か
っ
た
。
他
方
、
規
約
一
八
条
で
は
、
Ｘ
の
精
神
的
利
益
、
ス
ポ
ー
ツ
の
利
益
、

財
政
上
の
利
益
の
適
切
な
管
理
（
ず
Ｃ
目
①
函
の
昌
目
）
の
た
め
に
最
も
広
範
な
権
限
を
委
員
会
に
認
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
規
約
上

は
、
委
員
会
こ
そ
が
事
実
の
重
大
性
を
決
定
す
る
唯
一
の
権
限
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
Ｃ
の
除
名
は
、
彼
の
処
分
に
つ
い
て
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
懲
戒
審
査
会
（
８
ヨ
ョ
一
切
：
ロ
：
烏
：
］
ヨ
⑪
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（
鰯
）

Ａ
防
禦
権
に
関
す
る
判
例
例
え
ば
、
初
期
の
判
決
に
Ｆ
ｍ
ｇ
－
巨
判
決
が
あ
る
。
本
件
は
、
相
互
援
助
組
合
の
構
成
員
で
あ
る

ラ
パ
リ
ュ
が
、
許
可
な
く
貯
蓄
銀
行
に
寄
託
さ
れ
て
い
た
計
四
○
○
フ
ラ
ン
を
引
き
出
し
た
こ
と
を
理
由
に
除
名
さ
れ
た
と
い
う
ケ
ー

ス
で
あ
る
。
そ
の
際
、
組
合
か
ら
の
抗
議
に
基
づ
い
て
、
団
体
の
運
営
状
況
を
審
査
す
る
た
め
に
設
立
さ
れ
て
い
る
委
員
会
が
検
討
を

行
っ
た
が
、
そ
の
報
告
は
、
組
合
の
抗
議
を
根
拠
な
し
と
し
て
斥
け
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
抗
議
が
総
会
で
再
び
取
り
上
げ
ら
れ
、
わ

ず
か
二
日
後
の
決
定
に
よ
り
組
合
か
ら
ラ
パ
リ
ュ
の
除
名
が
宣
告
さ
れ
た
。

本
件
に
関
し
、
裁
判
所
は
、
ま
ず
「
相
互
援
助
組
合
の
構
成
員
の
除
名
は
、
そ
れ
が
彼
を
物
質
的
利
益
に
お
い
て
侵
害
す
る
た
め
非

常
に
厳
し
い
罰
則
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
及
び
そ
れ
が
同
時
に
彼
の
徳
性
や
名
声
を
侵
害
す
る
と
い
う
こ
と
」
を
考
慮
し
、
そ
の
よ
う

②｛
剛
）

あ
る
。

（
伽
）

あ
る
。

四
人
の
副
会
長
と
三
人
の
名
誉
副
会
長
か
ら
組
織
さ
れ
る
）
の
判
断
に
基
づ
い
て
い
た
が
、
Ｃ
は
、
①
委
員
会
の
決
定
が
、
権
限
の
な

い
懲
戒
審
査
会
の
報
告
を
検
討
し
て
下
さ
れ
た
点
、
②
Ｃ
が
委
員
会
に
説
明
を
行
う
よ
う
求
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
点
を
主
張
し
て

い
た
。
①
の
点
が
無
権
限
の
暇
疵
に
関
連
が
あ
る
主
張
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
規
約
八
条
は
、
「
懲
戒
審
査
会
は
、
委
員
会
に
よ
っ

て
毎
年
任
命
さ
れ
、
当
該
構
成
員
の
意
見
を
聞
い
て
、
理
由
が
あ
れ
ば
制
裁
を
提
言
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
実
際
に
設
置

さ
れ
た
の
は
こ
の
審
査
会
で
は
な
く
、
特
別
な
審
査
会
が
設
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
「
Ｃ
が
権
限
を
も
た
な
い
審
査

会
に
出
頭
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
及
び
、
委
員
会
は
、
権
限
の
な
い
審
査
会
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
報
告
書
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
は
有
効
に
討
議
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
に
至
る
」
。
裁
判
所
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
除
名
処
分
の
無

（
腿
〉

効
お
よ
び
一
フ
ラ
ン
の
損
害
賠
償
を
命
じ
た
。

②
形
式
の
暇
疵
形
式
の
瑠
疵
の
統
制
に
お
い
て
、
「
防
禦
権
一
の
遵
守
を
用
い
る
判
例
が
最
も
多
く
見
ら
れ
る
の
が
特
徴
で

｛
剛
）

あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
防
禦
権
」
が
保
障
す
る
内
容
に
は
、
聴
聞
を
受
け
る
権
利
と
告
知
の
機
会
の
保
障
と
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
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な
処
分
が
為
さ
れ
る
組
合
員
は
、
「
そ
の
汚
名
に
対
し
て
防
禦
で
き
る
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
必
要
的
保
障
を
享
有
す
る
は
ず
で
あ
る
」
と

述
べ
る
。
し
か
も
現
実
問
題
と
し
て
、
組
合
の
設
立
に
関
わ
り
、
か
つ
数
年
に
わ
た
り
議
長
と
し
て
い
か
な
る
批
判
も
受
け
る
こ
と
の

な
か
っ
た
櫛
成
員
を
除
名
す
る
こ
と
は
重
要
な
決
定
で
あ
る
た
め
、
そ
の
防
禦
権
の
保
障
は
、
「
よ
り
公
正
か
つ
不
可
欠
な
も
の
」
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
「
規
約
に
よ
れ
ば
、
そ
の
執
行
が
提
案
さ
れ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
個
人
は
、
そ
の
防
禦
に
お
い
て
、
聴
聞
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
｜
ラ
パ
リ
ュ
氏
が
、
出
頭
通
知
書
を
受
け
取
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
管
理
委
員
会
の
面
前
に
出
頭

し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
通
常
の
出
頭
の
形
式
で
作
成
さ
れ
た
そ
の
通
知
書
は
、
単
に
、
処
罰
事
実
を
彼
に
知
ら
せ
な
か
っ
た
だ
け
で

な
く
、
集
会
の
目
的
さ
え
も
示
さ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
」
。
従
っ
て
、
裁
判
所
は
、
「
援
用
さ
れ
た
無
効
と
い
う
他
の

手
段
を
評
価
す
る
こ
と
も
、
除
名
を
理
由
付
け
た
事
実
が
規
約
に
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
こ
と
も
必

要
な
く
」
、
た
だ
、
聴
聞
を
受
け
る
権
利
を
保
障
す
る
規
約
に
対
す
る
違
反
が
「
除
名
を
宣
告
し
た
一
○
月
三
一
日
の
議
決
の
取
梢
を

も
た
ら
す
」
と
判
断
し
、
原
告
の
除
名
を
宣
告
し
た
総
会
の
議
決
を
取
り
消
す
旨
の
判
決
を
下
し
た
。

（
“
）

同
様
に
防
禦
権
の
侵
害
を
理
由
に
結
社
の
除
名
処
分
を
無
効
と
判
示
し
た
も
の
に
、
国
◎
三
ｍ
ｍ
の
｛
判
決
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
・
リ
ト
グ

ラ
フ
芸
術
協
会
は
、
’
九
○
一
年
七
月
一
日
法
に
従
い
適
法
に
結
成
さ
れ
た
団
体
で
あ
っ
て
、
同
法
の
規
定
す
る
届
出
を
一
九
○
六
年

三
月
五
日
に
行
っ
た
。
同
協
会
は
、
協
会
設
立
の
目
的
の
一
つ
で
も
あ
る
と
こ
ろ
の
物
質
的
利
益
を
会
費
の
代
償
と
し
て
保
障
し
、
契

約
的
関
係
に
よ
っ
て
そ
の
会
員
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
同
協
会
は
、
一
九
○
六
年
一
二
月
二
一
日
の
総
会
で
フ
ラ
ン
ス
芸
術
家
会

（
呂
一
・
ロ
ー
ｏ
⑭
エ
ゴ
一
異
の
②
旨
口
曾
吻
）
の
審
査
委
員
の
中
に
、
協
会
の
代
表
と
し
て
ブ
イ
セ
と
ユ
ヴ
ェ
を
任
命
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
彼
ら

は
ル
ル
ー
と
と
も
に
、
他
の
者
を
任
命
し
た
採
決
に
従
う
こ
と
を
拒
否
し
た
。
そ
こ
で
、
協
会
長
で
あ
る
ビ
ュ
ロ
ー
は
、
あ
ら
か
じ
め

会
議
の
目
的
を
知
ら
せ
る
こ
と
な
く
委
員
会
を
召
集
し
、
彼
ら
の
欠
席
の
ま
ま
、
規
約
二
○
条
に
従
っ
て
上
記
三
名
に
対
す
る
除
名
処
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分
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
ブ
イ
セ
ら
一
一
一
名
は
、
第
一
一
一
区
治
安
判
事
（
｜
①
」
巨
晒
の
二
⑰
宮
寓
目
山
⑦
周
Ｃ
且
冨
①
三
①
三
）
に

訴
え
を
起
こ
し
、
そ
の
結
果
、
当
該
委
員
会
の
決
定
が
、
一
九
○
七
年
一
一
月
二
八
日
の
判
決
に
よ
っ
て
無
効
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
同
協

会
の
長
で
あ
る
ビ
ュ
ロ
ー
は
そ
の
判
決
を
不
服
と
し
、
セ
ー
ヌ
民
事
裁
判
所
に
上
訴
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

裁
判
所
は
ま
ず
、
以
下
の
こ
と
を
確
認
し
た
。
「
裁
判
所
は
、
懲
戒
罰
を
科
さ
れ
た
会
員
が
提
出
す
る
請
求
を
認
め
る
権
限
を
有
し

て
お
り
、
ま
た
①
形
式
に
つ
き
（
ｇ
盲
３
日
⑰
）
、
為
さ
れ
た
決
定
が
、
規
約
に
従
っ
た
正
当
な
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
、
②
内

容
に
つ
き
（
目
３
己
）
、
そ
の
決
定
が
越
権
を
構
成
す
る
も
の
か
ど
う
か
、
社
会
的
関
係
の
破
棄
が
合
法
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
、
そ

れ
が
民
法
一
三
八
二
条
に
よ
る
フ
ォ
ー
ト
を
構
成
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
審
査
す
る
権
限
を
も
有
し
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
ま

た
、
「
公
序
及
び
法
に
反
す
る
規
約
の
規
定
を
裁
判
で
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
も
判
示
し
て
い
る
。
そ
の
後
で
、
裁
判

所
は
、
「
形
式
に
つ
き
」
（
３
－
“
ず
目
・
）
以
下
の
よ
う
な
判
断
を
し
て
い
る
。
即
ち
、
「
裁
判
所
は
協
会
の
構
成
員
に
対
し
て
と
ら
れ

る
懲
戒
決
定
に
際
し
、
防
禦
権
が
保
障
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
権
利
及
び
義
務
を
有
す
る
一
と
し
て
、
会
議
の
目
的
を
知
ら
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
ブ
イ
セ
ら
三
名
に
つ
い
て
は
、
聴
聞
を
受
け
る
機
会
は
与
え
ら
れ
ず
、
従
っ
て
防
禦
権
は
保
障
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

も
の
と
し
、
原
判
決
を
支
持
し
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
規
約
上
防
禦
権
の
遵
守
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
も
、
そ
の
侵
害
が
処
分
の
取
梢
を
正
当
化
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ

（
碗
）

て
い
る
。
そ
の
点
は
、
Ｆ
の
こ
一
一
一
。
（
判
決
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
原
告
で
あ
る
リ
ュ
イ
ュ
は
、
葡
萄
酒
商
業
組
合
の
副
組
合
長
（
ご
｝
。
①
‐

ロ
『
２
忌
己
）
で
あ
っ
た
が
、
一
九
○
六
年
九
月
五
日
の
決
議
に
よ
っ
て
そ
の
職
務
を
解
任
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
決
議
の
無
効
を
主

張
し
て
訴
え
た
の
が
本
件
で
あ
る
。
一
九
○
七
年
五
月
一
○
日
の
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
民
事
裁
判
所
判
決
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
当
該

職
業
組
合
の
管
理
委
員
会
（
８
曰
旦
躬
一
○
コ
且
白
目
胃
呂
ぐ
①
）
は
、
原
告
の
副
組
合
長
と
し
て
の
職
務
を
解
任
し
、
後
任
者
を
任
命
し

た
。
し
か
し
、
そ
の
罷
免
が
当
該
委
員
会
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
の
は
、
委
員
会
開
催
の
召
集
状
（
８
昌
・
８
こ
つ
局
）
が
罷
免
の
提
案
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に
つ
い
て
触
れ
ず
に
、
た
だ
、
以
前
通
り
、
週
休
の
問
題
を
議
事
日
程
に
示
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
す
る

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
及
び
当
該
職
業
組
合
の
規
約
で
は
、
防
禦
権
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
防
禦
権
の
遵
守
は
組
合
側
に
謀
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
副
組
合
長
は
、
自
己
に
対
す
る

嫌
疑
を
告
知
さ
れ
ず
、
ま
た
防
禦
の
準
備
も
為
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、
裁
判
所
は
当
該
処
分
の
取
消
を
命
じ
た
。
こ
の
判

決
に
対
し
て
、
パ
リ
控
訴
院
に
控
訴
が
為
さ
れ
た
が
、
同
院
は
「
第
一
審
裁
判
所
裁
判
官
に
よ
る
理
由
を
採
用
し
」
て
、
原
審
を
支
持

す
る
判
決
を
下
し
た
の
で
あ
る
。

Ｂ
告
知
の
機
会
の
保
障
ま
た
、
構
成
員
に
対
し
て
召
集
状
等
に
お
い
て
、
事
前
の
懲
戒
事
由
の
告
知
が
要
求
さ
れ
る
の
も
、

（
髄
）

〈
卿
）

こ
の
統
制
の
特
質
で
あ
る
。
例
え
ば
、
防
禦
権
が
告
知
の
機
会
の
保
障
を
も
要
請
す
る
こ
と
を
明
示
し
た
も
の
に
勺
⑰
忌
三
判
決
が
あ

る
。
一
九
二
九
年
三
月
二
七
日
に
、
デ
ィ
ナ
ー
ル
商
工
業
連
盟
と
い
う
名
の
非
営
利
社
団
が
結
成
さ
れ
た
が
、
そ
の
結
社
は
、
①
デ
ィ

ナ
ー
ル
の
商
人
の
利
益
の
配
慮
、
②
町
の
商
業
状
況
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
必
要
的
手
段
の
促
進
、
③
そ
の
手
段
の
範
囲
内
に
お
い
て
、

夏
期
に
は
町
に
旅
行
者
を
引
き
受
け
、
冬
期
に
は
住
民
の
興
味
を
引
く
た
め
に
予
定
さ
れ
た
祝
典
ま
た
は
集
会
の
組
織
あ
る
い
は
創
設

を
援
助
す
る
と
い
う
こ
と
等
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
同
社
団
は
、
一
九
二
九
年
三
月
一
一
七
日
に
サ
ン
・
マ
ロ
役
場
に
規
約
を

正
式
に
届
け
出
た
が
、
そ
の
規
約
の
二
五
条
に
よ
れ
ば
、
議
事
を
妨
害
し
、
ま
た
は
連
盟
の
利
益
に
重
大
な
損
害
を
も
た
ら
し
た
会
員

は
、
全
て
、
構
成
員
の
過
半
数
に
よ
り
除
名
さ
れ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。

’
九
一
一
一
三
年
一
一
一
月
一
日
の
総
会
で
は
、
会
員
で
あ
っ
た
プ
レ
ッ
テ
ィ
の
除
名
が
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
プ
レ
ッ
テ
ィ
は
、
こ
の

除
名
決
定
が
①
防
禦
権
を
無
視
し
て
お
り
、
他
方
で
は
②
｛
権
限
］
濫
用
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
取
梢
の
判
決

を
裁
判
所
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
裁
判
所
は
第
一
の
主
張
に
つ
き
、
懲
戒
に
関
し
て
は
「
防
禦
権
は
、
処
分
が
申
し
立

て
ら
れ
る
者
が
自
己
防
禦
を
準
備
し
、
そ
の
行
為
を
正
当
化
し
得
る
よ
う
に
告
知
さ
れ
る
こ
と
を
要
請
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
確
立
し
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た
判
例
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」
、
「
裁
判
所
の
規
範
は
、
社
団
の
規
約
が
そ
の
点
に
関
し
て
沈
黙
し
て
い
る
場
合
に
も
同
様
に
適
用
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
「
「
職
業
組
合
や
営
利
社
団
が
、
資
格
な
し
と
判
断
さ
れ
た
構
成
員
を
除
名
に
す
る
権
利
を
有
し
て

い
る
と
し
て
も
、
そ
の
事
項
を
規
律
す
る
普
通
法
の
原
則
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
権
利
を
行
使
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
「
「
裁
判

所
は
そ
の
点
に
関
し
裁
量
権
を
有
し
て
お
り
、
も
し
そ
の
原
則
が
侵
害
さ
れ
れ
ば
、
決
定
の
無
効
を
宣
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

こ
と
」
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
実
際
に
は
、
プ
レ
ッ
テ
ィ
は
、
自
己
の
除
名
処
分
が
総
会
の
目
的
で
あ
る
こ
と
を
事
前
に
知
り
え

た
の
で
あ
る
が
、
「
そ
れ
で
も
彼
は
、
一
九
三
三
年
三
月
一
日
の
総
会
の
目
的
で
あ
る
処
分
を
知
ら
な
か
っ
た
」
と
判
断
し
て
い
る
。

〈
灯
）

裁
判
所
は
そ
う
し
た
理
由
か
ら
、
プ
レ
ッ
テ
ィ
が
受
け
た
除
名
処
分
に
対
す
る
精
神
損
害
の
賠
償
を
命
じ
た
。

（
、
）

同
様
に
、
告
知
の
機
会
の
保
障
を
一
個
人
の
本
質
的
な
権
利
」
と
し
て
除
名
処
分
の
無
効
を
命
じ
た
も
の
に
三
こ
ぃ
｜
旨
判
決
が
あ
る
。

原
告
ミ
ュ
ス
ラ
ン
は
、
一
九
五
一
一
年
一
月
一
日
に
「
開
頭
手
術
患
者
（
耳
曾
目
①
⑫
）
・
頭
部
負
傷
者
（
ず
｝
§
の
①
勿
已
①
｜
煙
憂
①
）
全
国
連
盟
」

に
加
入
し
て
以
来
、
当
該
連
盟
の
会
員
で
あ
り
、
一
九
五
七
年
に
は
、
当
該
連
盟
の
ア
ル
ザ
ス
支
部
の
支
部
長
の
地
位
に
就
い
た
。
し

か
し
、
理
事
会
（
一
・
８
三
蔵
＆
『
ｇ
一
目
『
）
は
、
’
九
五
九
年
一
○
月
一
一
一
日
の
会
議
で
彼
を
出
頭
さ
せ
、
原
告
の
言
動
、
文
書
等
が
、
当

該
連
盟
に
と
っ
て
有
害
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
彼
の
除
名
を
全
員
一
致
で
決
定
し
、
そ
の
旨
を
同
月
三
○
日
の
文
書
で

通
知
し
た
。
そ
こ
で
、
原
告
は
、
そ
の
点
に
関
す
る
委
員
会
の
目
的
を
告
知
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、
及
び
抗
弁

（
烏
廠
目
。
）
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
、
彼
が
宣
告
さ
れ
た
除
名
処
分
の
取
梢
及
び
一
万
フ
ラ
ン

の
損
害
賠
償
の
支
払
い
と
復
職
を
求
め
て
、
セ
ー
ヌ
大
審
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
し
た
。

こ
の
訴
え
に
対
し
、
裁
判
所
は
、
規
約
が
手
続
に
関
す
る
規
定
を
ほ
と
ん
ど
置
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
な
く
、
個
人
の

本
質
的
な
権
利
を
侵
害
す
る
場
合
に
は
除
名
の
決
定
は
無
効
と
な
る
と
い
う
こ
と
、
除
名
処
分
が
無
効
で
あ
る
と
す
れ
ば
有
効
な
復
職

（
『
曾
縁
国
【
一
・
コ
）
の
要
求
は
原
告
の
権
利
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
手
続
の
違
反
（
ご
】
・
－
昌
一
。
。
』
偲
び
目
田
）
か
ら
生
じ
る
精
神
的
損
害
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し
か
原
告
は
主
張
し
え
な
い
こ
と
等
を
指
摘
し
て
、
’
九
五
九
年
一
○
月
三
日
の
除
名
処
分
の
決
定
の
無
効
及
び
損
害
賠
償
五
○
○
新

フ
ラ
ン
の
支
払
い
を
連
盟
側
に
命
じ
た
。

以
上
の
検
討
か
ら
、
以
下
の
点
を
再
度
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
裁
判
所
は
結
社
の
懲
戒
権
に
つ
い
て
、
防
禦
権
、

即
ち
聴
聞
を
受
け
る
権
利
と
告
知
の
機
会
の
保
障
と
い
う
一
一
つ
の
「
形
式
の
瑠
疵
」
に
対
す
る
統
制
を
外
的
適
法
性
の
統
制
と
し
て
行

使
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
二
に
、
こ
れ
ら
の
権
利
は
、
法
律
や
規
約
に
根
拠
を
有
し
て
い
な
い
場
合
で
も
、
結
社
が
遵
守
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
裁
判
所
の
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
防
禦
権
の
保
障
が
「
法
の

｛
池
〉

一
般
原
理
」
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
３
）
判
例
ｌ
内
的
適
法
性
の
統
制
次
に
以
下
で
は
団
体
に
対
す
る
内
的
適
法
性
の
統
制
に
つ
い
て
の
判
例
を
見
て
い
く

〈
祠
）

①
権
限
濫
用
内
的
適
法
性
の
統
制
に
お
い
て
は
、
第
一
に
、
「
権
限
濫
用
」
の
暇
疵
に
対
す
る
統
制
が
み
ら
れ
る
。
も
っ
と

も
、
い
く
つ
か
の
判
決
は
、
権
限
濫
用
の
審
査
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
の
み
で
実
際
に
こ
の
統
制
方
法
を
行
使
し
て
は
い
な
い
の
が
現

（
利
｝

実
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
、
明
確
に
当
該
暇
疵
の
審
査
を
行
っ
た
も
の
に
Ｆ
四
二
ｍ
の
一
一
ｏ
判
決
が
あ
る
。
事
実
関
係
は
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
裁
判
所
は
、
防
禦
権
が
人
格
の
本
質
的
属
性
で
あ
る
た
め
、
当
事
者
が
弁
明
し
た
り
自
己
を
防
禦
し
た
り
す
る
よ
う
促
さ
れ
る
こ

と
な
く
宣
告
さ
れ
た
除
名
処
分
は
無
効
で
あ
る
と
述
べ
る
と
と
も
に
、
制
裁
を
課
し
た
会
議
の
誠
実
さ
な
い
し
真
剣
さ
を
議
事
録
か
ら

伺
う
こ
と
が
で
き
ず
、
む
し
ろ
、
人
種
差
別
の
目
的
か
ら
懲
戒
権
の
濫
用
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
除
名
処
分
の
決
定
は

取
消
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
判
示
し
て
い
る
。

②
法
の
過
誤
第
二
に
、
「
法
律
侵
犯
」
に
対
す
る
統
制
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
立
法
者
は

結
社
の
懲
戒
権
の
領
域
に
は
介
入
し
て
い
な
い
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
法
律
侵
犯
の
統
制
は
困
難
な
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し

（
３
）
判
甸

こ
と
と
す
る
。
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実
際
に
は
、
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
な
様
々
な
統
制
手
法
を
駆
使
す
る
判
決
を
提
示
し
て
き
て
い
る
。
ま
ず
、
一
法
の
過
誤
」
の
場
合

と
し
て
は
、
次
の
四
つ
の
審
査
手
法
が
あ
る
。

Ａ
国
法
違
反
・
公
序
違
反
の
審
査
第
一
に
、
当
該
除
名
処
分
ま
た
は
規
約
自
体
が
、
国
法
な
い
し
公
序
に
反
す
る
か
ど
う
か

（
褐
）

（
だ
）

が
判
断
さ
れ
る
場
△
ロ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
Ｘ
判
決
は
次
の
よ
う
に
「
公
序
」
の
観
点
を
取
り
入
れ
て
、
結
社
の
懲
戒
権
の
統
制
を
行
っ

て
い
る
。
事
実
関
係
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
セ
ー
ヌ
大
審
裁
判
所
は
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
本
件
の
除
名
処
分
は
適
正
で
あ
る
と

判
断
し
た
。
ま
ず
、
結
社
の
指
導
者
が
規
約
か
ら
引
き
出
す
権
限
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
規
約
に
従
っ
て
し
か
行
使
し
え

な
い
、
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
、
裁
判
所
が
、
構
成
員
の
除
名
処
分
を
課
す
た
め
に
そ
の
幹
部
の
代
わ
り
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
し
て
も
、
訴
訟
に
際
し
て
法
の
一
般
原
理
に
従
い
、
そ
の
規
約
が
特
に
濫
用
的
適
用
、
あ
る
い
は
誤
っ
た
適
用
に
よ
っ
て
侵

害
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
こ
と
、
及
び
防
禦
権
ま
た
は
公
序
に
対
す
る
侵
害
を
指
摘
す
る
こ
と
は
裁
判
官
の
な
す
べ
き
こ
と

で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
訴
訟
の
成
り
行
き
を
結
社
の
幹
部
及
び
当
事
者
に
委
ね
る
か
、
あ
る
い
は
結
社
の
規
約
の
中
に
構
成
員

と
の
間
で
締
結
さ
れ
て
い
る
契
約
的
関
係
を
幹
部
の
思
い
の
ま
ま
終
わ
ら
せ
る
こ
と
も
認
め
る
よ
う
な
条
項
を
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
裁
判
所
が
結
社
の
懲
戒
権
の
審
査
に
際
し
、
法
の
一
般
原
理
や
公
序
に
照
ら
し
て
判
断
す
る
権
限

を
有
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

但
し
、
実
際
に
特
定
の
除
名
処
分
な
い
し
規
約
自
体
が
国
法
違
反
な
い
し
公
序
違
反
と
し
て
認
め
ら
れ
た
ケ
ー
ス
は
多
く
は
な
い
。

一
万
）

数
少
な
い
例
の
一
つ
と
し
て
、
Ｃ
冨
巨
い
め
①
己
一
①
＆
判
決
を
取
り
あ
げ
よ
う
。
ヴ
ェ
ル
ナ
ン
テ
ー
ズ
友
好
連
盟
は
、
’
九
○
｜
年
七
月
一
日

法
に
従
っ
て
設
立
さ
れ
た
団
体
で
あ
る
。
原
告
で
あ
る
シ
ョ
ス
ピ
ュ
は
同
連
盟
の
会
員
で
あ
っ
た
が
、
規
約
に
従
わ
な
か
っ
た
と
い
う

理
由
で
除
名
さ
れ
た
。
そ
こ
で
原
告
が
，
一
九
三
四
年
五
月
一
三
日
の
総
会
で
決
定
さ
れ
た
除
名
処
分
の
無
効
と
、
五
千
フ
ラ
ン
の
損

害
賠
償
の
支
払
い
を
求
め
て
訴
え
た
の
が
本
件
で
あ
る
。
そ
の
際
、
裁
判
所
は
法
の
過
誤
の
統
制
を
行
っ
て
い
る
。
即
ち
、
「
裁
判
所
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は
常
に
除
名
と
い
う
私
的
な
罰
則
が
正
当
に
適
用
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
権
限
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
最
終
的
裁
判
権

（
］
量
ｓ
ｏ
［
一
Ｃ
冨
晩
目
晩
凹
弓
の
｜
）
と
な
る
結
社
の
総
会
の
決
定
に
対
し
て
は
裁
判
所
へ
の
い
か
な
る
訴
願
（
『
◎
８
巨
忌
）
も
行
な
う
こ
と
は
で

（
あ
）

き
な
い
、
と
い
う
規
約
の
条
項
は
公
序
に
反
す
る
」
と
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
国
法
な
い
し
公
序
違
反
の
審
査
を
否
定
す
る
方
向
性
を
持
っ
た
判
決
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
抑
）

□
『
・
ア
ー
ｏ
巨
皀
判
決
は
、
組
合
が
リ
ッ
ク
ラ
ン
医
師
を
加
入
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
一
度
解
散
し
、
そ
の
後
次
の
よ
う
な
条
項
を

規
約
内
に
規
定
し
て
再
結
成
し
た
と
い
う
行
為
の
違
法
性
が
争
わ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
規
約
七
条
は
、
組
合
が
フ
ラ
ン
ス
絶
対
愛
国
心

を
根
本
原
理
と
し
て
認
め
、
条
件
と
し
て
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
リ
ッ
ク
ラ
ン
医
師
は
、
戦
争
中
の
態
度
が
反
国
家
的
な
思
想
傾

向
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
排
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
裁
判
所
は
、
結
社
が
「
い
か
な
る
違
法
な
行
為
も
行
っ

て
お
ら
ず
、
そ
の
権
利
を
行
使
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
総
会
の
愛
国
心
の
正
当
な
表
明
と
し
て
の
新
し
い
条
項
を
規
約
の
中
に
導

入
す
る
こ
と
は
、
非
難
さ
れ
る
べ
き
、
良
俗
に
反
す
る
行
為
と
は
考
え
ら
れ
な
ど
と
判
断
し
て
い
る
。

Ｂ
「
特
殊
性
の
原
則
」
違
反
の
審
査
第
二
に
、
除
名
行
為
が
、
「
特
殊
性
の
原
則
」
に
違
反
す
る
か
ど
う
か
か
が
判
断
さ
れ

る
場
合
で
あ
る
。
「
特
殊
性
の
原
則
」
と
は
、
「
結
社
の
私
法
上
の
権
限
は
、
規
約
で
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
目
的
の
遂
行
に
と
っ
て

（
卸
｝

（
釦
〉

必
要
な
行
為
に
限
定
さ
れ
る
」
と
す
る
原
則
を
い
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
、
目
ぐ
一
．
判
決
が
あ
る
。
ヴ
ァ
ロ
ー
リ
郵
便
局
員
職
業

組
合
（
⑫
百
三
ｓ
一
己
『
・
爵
曽
冒
①
一
二
ｇ
ｏ
臣
く
口
①
『
ゆ
で
。
⑫
冒
扇
巳
⑰
ぐ
、
一
一
冒
『
一
切
）
は
、
一
八
八
四
年
一
一
一
月
二
一
日
法
一
一
一
条
に
よ
り
設
立
さ
れ

た
団
体
で
あ
り
、
コ
ー
ヴ
ァ
ン
等
は
同
組
合
に
所
属
し
て
い
た
組
合
員
で
あ
っ
た
が
、
一
九
一
○
年
五
月
一
日
に
行
わ
れ
た
示
威
行
動

に
参
加
し
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
二
フ
ラ
ン
の
罰
金
の
支
払
い
を
命
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
罰
金
の
支
払
い
を
拒
否
し
た

た
め
、
同
組
合
か
ら
除
名
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
コ
ー
ヴ
ァ
ン
等
原
告
は
、
組
合
及
び
そ
の
組
合
長
で
あ
る
コ
ル
ポ
ラ
ン
デ
ィ
に
対
し
、

彼
ら
が
被
っ
た
損
害
の
賠
償
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
し
た
。
破
段
院
は
、
①
「
組
合
制
度
の
本
質
的
な
準
則
」
に
反
す
る
示
威
行
動
へ
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の
組
合
員
の
参
加
強
制
は
、
次
の
よ
う
な
制
裁
を
伴
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
即
ち
、
不
払
い
の
場
合
に
は
除
名
さ
れ
る
と
い
う
罰
金
で

あ
る
、
②
本
件
組
合
は
「
構
成
員
の
経
済
的
、
産
業
的
、
商
業
的
及
び
農
業
的
利
益
の
調
査
及
び
保
護
を
目
的
と
す
る
も
の
｜
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
審
が
判
断
し
た
よ
う
に
、
当
該
示
威
行
動
は
「
経
済
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
手
段
」
で
は
な
く
「
政
治
的
な
性
質

の
も
の
」
で
し
か
な
か
っ
た
、
し
た
が
っ
て
、
③
「
原
審
が
、
組
合
に
不
利
な
フ
ォ
ー
ト
の
存
在
を
認
め
た
」
こ
と
は
「
正
当
」
（
回

す
。
ゴ
ー
目
一
）
で
あ
る
と
評
価
し
、
こ
の
点
に
関
す
る
控
訴
人
の
主
張
を
退
け
て
い
る
。
経
済
的
な
活
動
を
目
的
と
す
る
結
社
に
よ
る
、

政
治
的
示
威
行
動
へ
の
参
加
強
制
に
フ
ォ
ー
ト
を
認
め
た
こ
と
は
、
わ
が
国
の
問
題
状
況
に
も
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
興
味
深
い
。

ｃ
内
部
規
則
違
反
・
規
約
違
反
の
審
査
第
三
に
、
除
名
処
分
が
、
結
社
の
内
部
規
則
・
規
約
に
違
反
す
る
か
ど
う
か
が
判
断

｛
皿
）

｛
邸
）

さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
除
名
処
分
の
規
約
違
反
を
認
め
た
ケ
ー
ス
と
し
て
、
国
の
１
。
□
判
決
を
取
り
あ
げ
る
。
本
件
は
、
全
国
サ
ッ
カ
ー

大
会
で
の
ア
ス
ト
ラ
・
ス
ポ
ー
ッ
ク
ラ
ブ
に
よ
る
選
手
の
替
え
玉
行
為
（
目
⑪
薗
己
ｏ
の
ロ
『
『
昼
・
ロ
ー
示
旦
ご
ロ
）
・
口
⑥
貝
）
に
端
を
発
す
る

ケ
ー
ス
で
あ
る
。
こ
の
件
で
、
フ
ラ
ン
ス
サ
ッ
カ
ー
連
盟
は
、
当
該
不
正
行
為
の
責
任
者
と
判
断
し
た
選
手
と
指
導
者
に
対
し
様
々
な

処
分
を
行
い
、
加
え
て
、
ア
ス
ト
ラ
・
ス
ポ
ー
ッ
ク
ラ
ブ
の
長
で
あ
っ
た
ベ
ル
ト
ン
に
対
し
二
ヶ
月
の
出
場
停
止
処
分
を
行
っ
た
。
そ

こ
で
、
ベ
ル
ト
ン
は
、
当
該
処
分
が
形
式
及
び
内
容
の
点
で
規
約
に
違
反
し
無
効
で
あ
る
と
主
張
し
て
訴
え
た
。
裁
判
所
は
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
、
「
ベ
ル
ト
ン
に
対
す
る
制
裁
は
、
連
盟
の
規
約
に
一
致
し
て
お
ら
ず
、
連
盟
の
委
員
会
の
決
定
は
、
取
り
消
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
」
と
判
断
し
て
い
る
。
第
一
に
、
ベ
ル
ト
ン
に
対
す
る
処
分
は
、
「
ク
ラ
ブ
の
長
は
、
そ
の
地
位
故
に
、
あ
ら
ゆ
る
性
質
の

問
題
、
特
に
ク
ラ
ブ
内
で
生
じ
う
る
替
え
玉
行
為
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
」
と
い
う
こ
と
を
唯
一
の
理
由
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、
替
え
玉
行
為
へ
の
ベ
ル
ト
ン
の
直
接
の
関
与
を
証
明
す
る
も
の
で
も
非
難
す
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
。

ベ
ル
ト
ン
は
、
た
だ
ク
ラ
ブ
の
長
で
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
だ
け
で
処
分
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
「
構
成
員
に
よ
る
非
違
行

為
に
制
裁
を
課
す
こ
と
に
向
け
ら
れ
た
懲
戒
権
の
本
質
及
び
目
的
か
ら
し
て
、
非
達
行
為
は
非
難
を
受
け
て
い
る
者
本
人
の
個
人
的
な
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と
こ
ろ
で
、
同
団
体
の
総
会
が
一
九
○
五
年
六
月
三
日
に
パ
リ
で
開
か
れ
た
が
、
そ
こ
で
会
員
の
一
人
で
あ
る
ガ
ト
ー
が
次
の
よ
う

な
提
案
を
行
っ
て
い
る
。
即
ち
、
内
部
規
則
六
条
一
項
の
規
定
を
「
そ
の
発
言
や
文
書
に
よ
り
道
路
管
理
官
団
体
を
害
す
る
あ
ら
ゆ
る

構
成
員
の
除
名
は
、
総
会
に
よ
っ
て
し
か
宣
告
さ
れ
得
な
い
」
と
い
う
形
で
補
足
す
べ
き
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
報
告

の
結
論
は
「
票
決
に
付
さ
れ
可
決
さ
れ
た
」
。
し
か
し
、
同
内
部
規
則
一
七
条
は
、
「
現
在
の
規
則
の
あ
ら
ゆ
る
改
正
は
、
・
・
：
そ
の
た

め
に
投
票
の
三
分
の
二
を
集
め
る
場
合
に
し
か
可
決
さ
れ
な
い
」
と
規
定
し
て
お
り
、
現
状
で
は
そ
の
報
告
の
結
論
が
規
則
に
か
な
う

定
足
数
を
満
た
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
判
断
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
ゲ
イ
の
除
名
が
即
座
に
提

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
認
め
る
こ
と
が
、
当
然
で
あ
り
公
正
で
あ
る
」
。
本
件
の
よ
う
な
場
合
に
は
規
約
が
あ
ら
か
じ
め
制
裁

を
規
定
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
そ
の
よ
う
な
規
定
は
な
く
、
「
裁
判
所
で
は
、
個
人
的
な
非
違
行
為
の
み
が

懲
戒
処
分
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
結
論
で
き
る
」
。

Ｄ
刑
事
手
続
上
の
原
則
の
適
用
第
四
に
、
「
法
の
過
誤
」
の
統
制
に
お
い
て
特
殊
な
も
の
と
し
て
、
刑
事
手
続
上
の
原
則
を

（
腕
）

適
用
す
る
判
例
も
あ
る
。
即
ち
、
刑
罰
規
定
は
被
疑
者
に
有
利
な
意
味
で
解
釈
さ
れ
る
べ
し
と
す
る
原
則
、
「
刑
罰
規
定
が
遡
及
効
を

（
鋤
〉

（
雛
）

（
師
）

持
た
な
い
」
と
い
う
原
則
、
拡
大
解
釈
・
類
推
解
釈
の
禁
止
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
○
四
臣
判
決
を
取
り
上
げ
る
。
道
路
管
理
官
中
央

友
好
協
会
は
、
’
九
○
｜
年
七
月
一
日
法
に
従
っ
て
適
法
に
届
出
を
為
し
た
非
営
利
社
団
で
あ
り
、
そ
の
規
約
及
び
届
出
に
従
い
慈

善
を
第
一
の
目
的
と
す
る
団
体
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
団
体
は
、
そ
の
会
員
の
家
族
の
生
活
保
障
、
適
切
な
措
圃
の
普
及
、

道
路
管
理
（
⑫
⑰
。
｝
。
⑰
ぐ
亘
自
一
）
と
関
係
す
る
様
々
な
問
題
へ
の
対
処
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
密
接
な
相
互
関
係
を
会
員
の
間
に
確
立

し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
配
慮
か
ら
同
団
体
の
規
約
で
は
、
会
費
を
支
払
う
代
わ
り
に
会
員
に
対
し
精
神
的
利
益
（
画
く
自
冨
、
⑰
、

ご
〔
⑰
一
一
①
、
曰
①
一
⑫
）
だ
け
で
な
く
援
助
（
⑫
⑰
８
Ｅ
『
⑫
）
や
手
当
（
画
一
一
○
ｓ
二
○
コ
）
等
の
物
的
利
益
（
画
く
自
信
①
⑫
冒
鳥
１
ｏ
ｌ
ｍ
）
を
保
障
す
る
こ
と
が

定
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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案
さ
れ
、
総
会
は
利
害
関
係
人
か
ら
そ
の
説
明
と
反
論
を
聞
き
、
そ
の
後
で
彼
を
除
名
処
分
に
付
し
た
の
で
あ
る
。
内
部
規
則
改
正
前

の
行
為
に
対
し
て
新
し
い
規
定
が
適
用
さ
れ
た
と
い
う
事
件
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
関
し
、
パ
リ
第
一
一
区
治
安
判
事
（
’
＠
］
宮
、
。
』
・
冨
一
〆
号
』
－
２
３
．
ｓ
、
唾
・
日
自
己
・
勺
目
碗
）
は
、
’
九
○
六
年
六
月

一
一
四
日
に
協
会
に
対
す
る
ゲ
イ
の
主
張
を
斥
け
る
判
決
を
下
し
た
。
し
か
し
、
セ
ー
ヌ
民
事
裁
判
所
は
、
以
下
の
よ
う
に
判
示
し
て
治

安
判
事
の
為
し
た
判
決
を
破
棄
す
る
理
由
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
ず
①
除
名
処
分
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
た
会
員
の
主
張
に
つ
い
て
判

決
を
下
す
こ
と
、
及
び
②
そ
の
除
名
処
分
が
当
事
者
の
法
（
一
ｍ
｜
・
－
号
碗
忌
ａ
⑦
め
）
た
る
規
約
や
規
則
に
従
っ
て
為
さ
れ
た
も
の
か
ど

う
か
、
ま
た
会
員
と
協
会
と
の
間
の
契
約
を
解
消
し
た
こ
と
が
濫
用
に
あ
た
ら
な
い
か
ど
う
か
を
審
理
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は

裁
判
所
の
為
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
「
刑
罰
規
定
が
遡
及
効
を
持
た
な
い
」
と
い
う
原
則
を
確
認
し
、
そ
れ
に
反
し
て
除
名
の

ご
と
き
重
大
な
処
分
が
適
用
さ
れ
得
る
と
す
る
こ
と
は
、
規
約
を
修
正
す
る
前
に
「
ル
・
カ
ン
ト
ー
ー
エ
’
（
Ｐ
。
ｇ
貝
・
目
・
『
）
誌
に
掲

載
さ
れ
た
論
文
を
考
慮
し
て
も
、
あ
る
い
は
ゲ
イ
が
総
会
で
述
べ
た
考
え
を
考
慮
し
て
も
、
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
裁
判
所
は
、
除
名
処
分
の
場
合
に
も
刑
罰
不
遡
及
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
、
協
会
側
に
損
害
賠
償
を
命
じ
た
。

③
事
実
の
過
誤
ま
た
、
「
法
律
侵
犯
」
の
も
う
一
つ
の
統
制
方
法
と
し
て
、
「
事
実
の
過
誤
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、

裁
判
所
が
、
事
実
の
性
質
決
定
や
非
違
行
為
の
重
大
性
、
さ
ら
に
非
達
行
為
と
処
分
と
の
比
例
性
な
ど
に
つ
い
て
審
査
を
行
う
こ
と
が

（
鎚
一

で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
否
定
す
る
判
決
と
肯
定
す
る
判
決
と
が
見
ら
れ
る
。
事
実
の
過
誤
の
統
制
を
否
定
し
た
も
の
と
し
て

は
、
①
「
裁
判
所
は
、
職
業
組
合
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
決
定
が
公
序
に
反
し
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
固
有
の
価
値
あ
る
い
は
合
目
的
性
の

（
脚
）

判
定
者
と
な
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
す
る
三
。
⑫
己
一
一
判
決
、
②
「
裁
判
所
は
、
結
社
の
懲
戒
機
関
の
控
訴
裁
判
官
で
は
な
い
。
規
約
が

適
正
に
適
用
さ
れ
た
か
ど
う
か
、
防
禦
権
が
尊
重
さ
れ
た
か
ど
う
か
、
場
合
に
よ
っ
て
は
権
限
濫
用
を
避
け
る
た
め
、
現
実
に
行
わ
れ

（
鋤
）

た
非
違
行
為
が
基
礎
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
だ
け
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
国
。
。
。
□
判
決
、
③
「
裁
判
所
は
、
結
社
の
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指
導
者
が
下
し
た
処
分
以
外
の
措
置
を
命
じ
る
た
め
に
そ
れ
に
取
っ
て
代
わ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
訴
訟
の
場
合
に
、

法
の
一
般
原
理
に
従
っ
て
、
と
り
わ
け
濫
用
的
な
適
用
な
い
し
誤
っ
た
適
用
に
よ
っ
て
規
約
違
反
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
述
べ
る
こ
と
、

（
肌
）

ま
た
、
防
禦
権
あ
る
い
は
公
序
の
侵
害
を
指
摘
す
る
こ
と
が
、
裁
判
所
の
な
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
」
と
す
る
Ｘ
判
決
が
あ
る
。

（
蛇
）

他
方
、
事
実
の
過
誤
の
統
制
を
行
う
も
の
と
し
て
は
、
こ
こ
で
は
、
ｏ
の
一
壱
一
画
。
。
判
決
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。
本
件
は
、
ベ
ル
ト
ー
が

デ
ル
プ
ラ
ス
に
建
築
依
頼
を
譲
渡
し
た
こ
と
に
つ
い
て
生
じ
た
問
題
に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
ベ
ル
ト
ー

は
、
代
理
人
と
し
て
北
フ
ラ
ン
ス
で
認
め
ら
れ
て
い
る
建
築
士
職
業
組
合
（
ぬ
百
三
ｓ
一
つ
『
・
諒
認
一
○
目
⑰
一
切
ロ
①
⑫
胃
三
一
⑥
：
⑫
）
の
執
行
部
か

ら
一
一
一
名
を
選
任
し
た
。
デ
ル
プ
ラ
ス
は
調
停
の
た
め
に
執
行
部
に
召
喚
さ
れ
た
が
、
そ
の
執
行
部
に
は
、
ベ
ル
ト
ー
の
一
一
一
名
の
代
理
人
も
構

成
員
と
し
て
含
ま
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
う
ち
の
一
人
が
議
長
を
務
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
デ
ル
プ
ラ
ス
は
会
合
が
両
当
事
者

の
弁
護
士
の
間
で
行
わ
れ
る
べ
き
と
主
張
し
、
そ
の
召
集
に
従
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
出
頭
拒
否
に
よ
る
損
害
を
理
由
と
し
て
、
除
名
処
分

が
彼
に
対
し
て
宣
告
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
控
訴
院
は
、
「
組
合
の
構
成
員
に
対
す
る
懲
戒
と
し
て
の
除
名
は
規
約
に
よ
り
規

定
さ
れ
て
い
る
事
由
を
理
由
と
し
て
し
か
宣
告
さ
れ
な
い
」
と
し
て
「
同
一
の
構
成
員
が
、
一
方
の
当
事
者
の
代
理
人
で
あ
る
と
同
時
に

裁
定
者
で
も
あ
る
と
い
う
不
正
に
構
成
さ
れ
た
調
停
委
員
会
に
出
頭
す
る
こ
と
を
、
適
正
な
文
諜
（
｜
の
日
。
ｓ
目
ｏ
一
切
⑦
）
に
よ
っ
て
拒
否
す

（
酩
一

る
行
為
は
、
制
裁
と
し
て
組
〈
ロ
か
ら
除
名
さ
れ
る
べ
き
規
約
上
の
事
由
に
は
あ
た
ら
な
い
」
と
判
断
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
結
社
に
よ
る
懲

戒
処
分
が
そ
れ
を
正
当
化
す
る
よ
う
な
事
実
な
い
し
事
由
に
基
づ
い
て
為
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
判
例
が
見
ら
れ
る
。

ま
た
、
裁
判
所
が
事
実
の
過
誤
の
統
制
の
手
法
に
よ
り
、
除
名
処
分
の
理
由
を
規
約
上
の
非
違
行
為
に
該
当
す
る
と
認
め
た
ケ
ー
ス

（
明
）

も
存
在
す
る
。
既
に
挙
げ
た
り
冨
房
由
。
ロ
ー
巳
判
決
で
、
裁
判
所
は
、
「
い
か
な
る
場
合
で
あ
れ
、
除
名
が
、
規
約
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ

め
規
定
さ
れ
た
理
由
、
あ
る
い
は
総
会
の
評
価
に
委
ね
ら
れ
た
重
大
な
理
由
に
よ
り
、
言
い
渡
さ
れ
た
も
の
で
な
い
場
合
に
は
、
正
当

で
は
な
い
」
と
述
べ
、
そ
の
上
で
、
「
総
会
は
、
シ
ョ
ス
ピ
ュ
が
『
協
会
内
の
和
合
（
ワ
Ｃ
目
①
①
貝
①
三
の
菖
⑫
①
ご
』
①
一
ｍ
⑫
。
。
－
の
毎
）
』
の
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み
を
要
求
し
て
い
る
規
約
に
従
わ
な
か
っ
た
た
め
､
彼
を
除
名
し
た
と
い
う
こ
と
'
ま
た
'
実
際
に
'

1
九
三
四
年
三
月

7
二
日
に
シ
ョ

ス
ピ
ユ
が
議
長
に
送
っ
た
手
紙
か
ら
､
シ
ョ
ス
ピ

ユ
と
シ
ャ
プ
ロ
ン
と
の
対
立
は
､
全
構
成
員
の
友
好
的
関
係
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な

(9.)

ら
な
い
と
い
う
結
社
の
目
的
と
相
容
れ
な
い
と
い
う
こ
と
｣
を
確
認
し
て
い
る
O
も

っ
と
も
'
事
実
の
過
誤
の
統
制
を
行
う
こ
れ
ら
の

判
例
が
見
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
破
穀
院
で
こ
の
統
制
手
法
の
採
用
が
確
定
す
る
に
は
'
後
述
す
る
よ
う
に

一
九
七
二
年
ま
で
待

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
記
憶
に
と
ど
め
て
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
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3

賠
償
訴
訟

(-
)
賠
償
訴
訟
の
統
制
方
法

賠
償
訴
訟

(contenticux
de
la
ri
par
ation)
は
'
こ
こ
で
は
結
社
の
遵
法
な
懲
戒
処
分
に
よ

り
損
害
を
被

っ
た
構
成
員
が
'
そ
の
損
害
の
賠
償
を
求
め
て
行
う
訴
訟
を
意
味
す
る
O
こ
こ
に
お
い
て
は
'
行
政
裁
判
所
､
コ
ン
セ
イ

ユ
･
デ
タ
に
よ
る
統
制
方
法
を
司
法
裁
判
所
が
用
い
る
と
い
う
取
消
訴
訟
の
ご
と
き
特
殊
性
は
な
く
'
む
し
ろ
私
人
に
よ
る
私
人
に
対

す
る
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
と
し
て
当
然
に
司
法
裁
判
所
の
管
轄
と
な
る
｡
し
か
も
'
行
政
訴
訟
に
お
い
て
み
ら
れ
る
取

(

i)

消
訴
訟
と
賠
償
訴
訟
の
二
元
構
造
な
い
し
手
続
上
の
独
立

性

は

'
こ
こ
で
は
存
在
せ
ず
'
結
社
に
よ
る
処
分
に
対
す
る
取
消
の
請
求
と

同
時
に
､
損
害
賠
償
が
請
求
さ
れ
る
点
が
特
徴
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
加
害
者
が
私
人
で
あ
る
民
事
不
法
行
為
貴
任
と
行
政
賠
償
費
任
は
'
管
轄
裁
判
所
が
異
な
る
た
め
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

(97
)

が
'
そ
こ
か
ら
次
の
よ
う
な
制
度
上
な
い
し
運
用
上
の
違
い
も
生
じ
て
い
る
｡
即
ち
､
行
政
訴
訟
手
続
上
'
判
決
の
執
行
確
保
手
段
の

不
十
分
性
と
い
う
問
題
が
存
在
し
､
行
政
裁
判
所
な
い
し
コ
ン
セ
イ
ユ
･
デ
タ
が
行
政
に
対
し

一
定
の
作
為
義
務
を
課
す
こ
と
は
で
き

(98
)

な
い
と
さ
れ
て
い
る
｡
従

っ
て
'
行
政
が
命
じ
ら
れ
る
賠
償
は
金
銭
賠
償
に
帰
着
す
る
｡
こ
の
点
で
､
全
面
審
判
訴
訟
と
は
い
え
､
そ

の
権
限
に
は

一
定
の
限
界
が
存
す
る
と
い
え
る
｡
そ
れ
に
対
し
､
司
法
裁
判
所
は
か
な
り
広
い
権
限
を
有
し
て
お
り
､
様
々
な
賠
供
を



5７フランスにおける〈association〉とくpouvoir〉（二）（高作派博）
命
じ
る
判
決
を
下
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
本
稿
の
テ
ー
マ
と
の
関
連
で
は
、
結
社
か
ら
処
分
を
受
け
た
個
人
を
保
護
す
る
た
め
に
行
政

裁
判
所
に
は
見
ら
れ
な
い
積
極
的
な
賠
償
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
点
が
取
消
訴
訟
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
、
賠
償
訴
訟
の
意
義
が
評
価

さ
れ
る
べ
き
場
面
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
以
下
に
お
い
て
、
そ
の
判
例
を
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

（
２
）
判
例
次
の
よ
う
な
判
例
の
整
理
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

（
兜
）

①
多
様
な
賠
償
方
法
賠
償
訴
訟
の
方
法
と
し
て
は
、
金
銭
賠
償
が
最
も
頻
繁
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
敗
訴
し
た
側
に
訴
訟
費

用
の
支
払
い
を
命
じ
る
こ
と
、
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
諸
判
例
の
よ
う
に
、
団
体
か
ら
の
除
名
が
問
題
に
な
っ

（
Ⅸ
）

て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
団
体
へ
の
復
職
を
命
じ
る
こ
と
が
最
も
完
全
な
賠
償
方
法
で
あ
ろ
う
。
Ｃ
①
勺
・
一
】
胴
。
望
判
決
に
触
れ
て
お
こ

う
。
カ
プ
シ
ー
ヌ
・
ク
ラ
ブ
の
委
員
会
は
、
一
九
一
二
年
六
月
五
日
に
次
の
よ
う
な
決
定
を
し
た
。
会
員
の
ド
ゥ
・
ポ
リ
ニ
イ
が
、
ク

ラ
ブ
に
お
け
る
そ
の
態
度
を
理
由
と
し
、
規
約
一
四
条
に
基
づ
い
て
除
名
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
決
定
は
翌
日
委
員
会

の
書
記
に
よ
り
本
人
に
通
知
さ
れ
た
。
彼
は
、
こ
の
決
定
に
不
信
感
を
抱
き
、
自
分
を
召
喚
し
な
い
で
決
定
を
下
し
た
同
委
員
会
に
対

し
、
聴
聞
を
受
け
る
機
会
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
要
求
し
た
。
そ
こ
で
、
同
年
六
月
一
二
日
に
彼
の
出
席
の
下
で
二
回
目
の
会
議
が
開

か
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
会
議
の
あ
と
再
び
六
月
五
日
の
決
定
を
維
持
す
る
旨
の
通
知
が
彼
に
対
し
て
為
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

通
知
に
は
、
「
除
名
は
、
何
ら
か
の
点
で
彼
の
完
全
に
信
頼
の
お
け
る
人
柄
（
己
昌
萄
一
一
①
与
目
・
国
亘
一
濠
）
に
関
わ
る
こ
と
な
く
、
た
だ
彼

の
性
格
、
［
気
性
の
］
激
し
さ
、
挑
戦
的
か
つ
不
都
合
な
態
度
の
み
を
理
由
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
書
か
れ
て
あ
っ
た
。
そ
の
た

め
に
、
ド
ゥ
・
ボ
リ
ニ
イ
は
、
カ
プ
シ
１
ヌ
・
ク
ラ
ブ
に
対
し
、
地
位
の
回
復
を
求
め
て
訴
え
た
の
で
あ
る
。

裁
判
所
は
、
ま
ず
「
ク
ラ
ブ
の
委
員
会
は
確
か
に
、
非
難
さ
れ
て
い
る
正
確
な
事
実
を
告
知
せ
ず
、
ま
た
防
禦
す
る
準
備
を
さ
せ
ず

に
、
あ
る
構
成
員
の
除
名
を
宣
告
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
し
、
「
そ
の
こ
と
に
関
し
て
、
規
約
が
そ
れ
を
規
定
し
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
は
重
要
で
は
な
」
く
、
「
裁
判
所
は
、
と
り
わ
け
懲
戒
に
関
し
て
は
、
誰
も
聴
聞
の
機
会
を
与
え
ら
れ
ず
に
、
非
難
さ
れ
る
こ
と
は
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あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
要
求
す
る
規
範
を
遵
守
す
る
義
務
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
裁
判
所
は
、
「
除
名
の
後
で
、
ド
ゥ
・

ポ
リ
ニ
イ
が
委
員
会
に
よ
り
聴
聞
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
最
初
の
暇
疵
は
治
癒
さ
れ
な
か
っ
た
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
、
原

告
の
除
名
を
提
案
し
た
ボ
ネ
の
報
告
は
、
伝
達
さ
れ
ず
、
除
名
を
理
由
付
け
る
正
確
な
事
実
が
知
ら
さ
れ
な
い
ま
ま
除
名
が
宣
告
さ
れ

た
と
い
う
「
不
適
法
な
条
件
の
下
」
に
あ
っ
た
と
判
断
し
た
。

被
告
カ
プ
シ
ー
ヌ
・
ク
ラ
ブ
は
、
裁
判
所
が
介
入
で
き
る
の
は
明
白
な
濫
用
の
場
合
に
限
ら
れ
、
し
か
も
除
名
の
裏
付
け
と
し
て

（
吟
『
四
目
昌
・
①
一
四
国
昌
菖
○
口
）
、
一
九
一
一
一
年
六
月
一
二
日
の
通
知
に
示
さ
れ
る
理
由
は
裁
判
所
が
介
入
す
る
余
地
を
排
除
す
る
も
の

で
あ
る
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
主
張
に
対
し
裁
判
所
は
、
「
そ
の
理
由
が
裁
判
所
の
統
制
に
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る

前
に
、
原
告
に
対
し
て
為
さ
れ
た
決
定
の
適
法
性
を
審
査
す
る
義
務
を
有
し
て
い
る
」
と
し
、
｜
上
記
に
顧
み
た
一
般
規
範
が
、
そ
の

事
前
審
査
に
お
い
て
用
い
ら
れ
、
裁
判
所
へ
の
訴
願
を
正
当
化
す
る
濫
用
が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
以
上
の
理
由
か
ら
、

（
唯
）

裁
判
所
は
原
生
ロ
ド
ゥ
・
ボ
リ
ニ
イ
の
サ
ー
ク
ル
内
で
の
櫛
成
員
た
る
地
位
を
確
認
し
た
。

（
叩
｝

ま
た
、
復
職
を
命
じ
る
判
決
の
履
行
を
確
保
す
る
た
め
に
、
裁
判
所
は
組
ム
ロ
の
費
用
で
判
決
文
を
公
報
に
掲
載
す
る
こ
と
を
命
じ
た
り
、

（
応
）

（
Ｍ
）

罰
金
強
制
を
付
し
た
り
し
て
実
質
的
に
構
成
員
の
保
護
を
図
っ
て
い
る
と
い
・
え
る
。
こ
の
よ
う
に
「
損
害
賠
償
と
実
質
的
手
段
を
付

加
さ
れ
た
強
制
力
の
下
で
単
な
る
訴
訟
費
用
の
支
払
い
か
ら
復
職
に
ま
で
及
び
う
る
、
多
様
な
賠
償
の
形
態
が
確
認
さ
れ
る
」
の
で
あ

（
噸
）

る
。
も
っ
と
も
、
除
名
処
分
の
取
梢
が
必
然
的
に
復
職
を
も
含
む
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
実
際
に
は
、
処
分
の
取
消
を
認
め
る

判
決
の
中
で
も
、
金
銭
賠
償
を
越
え
て
復
職
ま
で
明
示
的
に
認
め
る
も
の
は
多
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
法
理
論
的
に
は
、
除
名
処
分
を

受
け
た
構
成
員
は
、
処
分
前
と
同
様
の
地
位
に
戻
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
中
断
す
る
こ
と
な
く
構
成
員
の
地
位
に
あ
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
構
成
員
は
、
結
社
へ
の
復
職
の
拒
絶
に
直
面
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
」
の
で
あ
り
、
こ
の
場
合

（
噸
｝

に
は
、
裁
判
所
は
、
損
害
賠
償
の
支
払
い
を
命
じ
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
と
の
指
摘
も
あ
る
。
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②
賠
償
義
務
の
主
体
損
害
賠
償
義
務
を
負
う
主
体
が
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
侵
さ
れ
た
フ
ォ
ー
ト
に
つ
き
、
結

社
自
体
が
賠
償
義
務
を
負
う
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
そ
の
指
導
者
も
責
任
を
問
わ
れ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

Ａ
個
人
的
責
任
を
否
定
す
る
判
例
こ
の
点
に
つ
き
、
損
害
賠
償
義
務
は
明
文
で
規
定
さ
れ
た
場
合
を
別
と
し
て
フ
ォ
ー
ト
を

犯
し
た
者
の
み
が
負
う
と
し
、
組
合
が
侵
し
た
フ
ォ
ー
ト
の
責
め
を
組
合
の
長
に
負
わ
す
旨
の
規
定
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
理
由
に
個

（航）

人
的
責
任
を
否
定
す
る
判
例
が
あ
る
。
既
に
述
べ
た
、
、
臣
ご
旨
判
決
の
原
審
は
、
コ
ー
ヴ
ァ
ン
等
が
、
「
適
切
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
全

く
平
等
に
扱
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
も
は
や
予
期
し
得
な
い
よ
う
な
団
体
へ
の
復
職
を
：
：
も
は
や
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、

組
合
の
恩
恵
（
皀
目
盾
、
①
⑫
）
を
も
は
や
受
け
る
べ
き
で
な
い
」
と
述
べ
、
「
週
会
費
及
び
年
会
費
の
払
い
込
み
の
合
計
と
同
じ
金
額
の

賠
償
」
を
命
じ
て
、
組
合
と
組
合
長
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
を
認
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
破
毅
院
は
、
「
損
害
を
賠
償
す
る
義
務

は
、
法
が
他
人
の
行
為
の
責
任
を
定
め
て
い
る
場
合
は
別
と
し
て
、
フ
ォ
ー
ト
を
犯
し
た
者
に
の
み
帰
せ
ら
れ
る
」
と
し
、
「
い
か
な

る
規
定
も
、
職
業
組
合
の
長
が
組
合
に
よ
っ
て
犯
さ
れ
た
フ
ォ
ー
ト
の
責
を
負
う
と
は
規
定
し
て
い
な
い
」
等
の
理
由
に
よ
り
、
原
判

決
を
破
棄
し
た
。
意
思
自
治
の
原
則
な
い
し
個
人
責
任
の
原
則
か
ら
し
て
、
こ
の
判
決
の
立
場
が
原
則
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

Ｂ
個
人
的
責
任
を
肯
定
す
る
判
例
他
方
、
理
事
や
重
役
の
行
為
が
、
そ
の
資
格
で
か
つ
規
約
の
範
囲
内
で
な
さ
れ
て
い
る
場

合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
違
法
な
行
為
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
個
人
的
責
任
を
認
め
る
と
す
る
判
例
も
出
さ
れ
て
い
る
。
国
。
己
路
目
｛

｛伽）

判
決
は
次
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
銅
溶
鉱
工
労
働
者
組
合
会
議
は
、
ボ
ニ
ッ
サ
ン
親
子
を
排
斥
し
、
六
年
の
間
「
ラ
・
フ
ォ
ン

ド
ゥ
リ
」
（
宮
司
Ｃ
ａ
の
号
）
誌
に
不
名
誉
に
も
、
そ
の
親
の
方
の
名
前
を
記
載
し
、
さ
ら
に
、
彼
ら
を
職
に
就
け
な
い
よ
う
に
し
た
の

で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
被
っ
た
損
害
の
賠
償
を
求
め
て
、
ボ
ニ
ッ
サ
ン
親
子
は
訴
え
を
提
起
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
件
に
対
し
、

セ
ー
ヌ
民
事
裁
判
所
は
、
同
組
合
会
議
の
理
事
長
（
已
爵
一
局
員
）
、
理
事
（
９
－
『
⑪
：
Ｐ
『
ｍ
）
及
び
役
員
（
且
目
昌
一
『
皀
①
ロ
『
、
）
に
対
し
、
ボ

（
、
）

ニ
ッ
サ
ン
の
親
へ
の
四
五
○
○
フ
ラ
ン
の
支
払
い
、
そ
の
息
子
へ
の
五
○
○
フ
ラ
ン
の
支
払
い
を
命
じ
る
判
決
を
下
し
た
。
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こ
れ
に
対
し
、
敗
訴
し
た
組
合
会
議
側
か
ら
パ
リ
控
訴
院
に
控
訴
が
為
さ
れ
再
度
争
わ
れ
た
が
、
控
訴
院
は
原
審
を
支
持
す
る
判
決
を

（、）

下
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
同
組
合
会
議
は
解
散
し
、
銅
鋳
物
工
組
合
会
議
（
６
富
ヨ
ヶ
『
①
、
百
ｓ
Ｃ
四
］
Ｃ
Ｑ
①
⑫
日
。
［
二
．
員
印
①
二
。
巳
く
３
）
に
か
わ
っ

た
こ
と
に
よ
り
、
ボ
ニ
ッ
サ
ン
は
そ
の
判
決
を
実
行
で
き
な
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
「
彼
に
損
害
を
与
え
た
策
略
（
曰
目
Ｂ
三
局
⑫
）
は
、
以

前
の
銅
溶
鉱
工
組
合
の
構
成
員
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」
を
挙
げ
、
「
彼
ら
（
理
事
長
等
）
は
、
前
述
の
判
決
が
宣
告
し
た
組
合
会
議

に
対
す
る
敗
訴
判
決
に
よ
っ
て
、
個
人
的
に
拘
束
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
。
こ
れ
に
つ
き
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
判
断
し
て
い

る
。
「
原
則
と
し
て
、
組
合
の
理
事
と
役
員
は
、
そ
の
資
格
で
、
規
約
の
範
囲
内
で
為
し
た
行
為
に
つ
い
て
は
第
三
者
に
対
す
る
個
人
的
責

任
を
負
わ
な
い
が
、
彼
ら
が
非
難
さ
れ
る
行
為
が
、
規
約
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
違
法
な
行
為
で
あ
る
場
合
に
は
、

同
様
で
は
あ
り
え
な
い
」
と
し
、
組
合
の
理
事
や
役
員
が
、
個
人
的
に
責
任
を
負
う
可
能
性
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
ボ
ー
ー
ッ
サ

ン
は
、
理
事
や
役
員
等
が
重
度
の
フ
ォ
ー
ト
（
甸
巨
の
一
目
ａ
⑪
）
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
排
斥
を
実
行
し
た
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
て
お
ら
ず
、

そ
の
陳
述
は
適
正
さ
を
欠
き
、
し
か
も
、
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
訴
え
を
却
下
し
た
。
Ｊ
・
モ
ラ
ン
ジ
ュ

に
よ
れ
ば
、
本
判
決
は
、
指
導
者
に
個
人
責
任
を
負
わ
せ
る
た
め
に
一
一
つ
の
条
件
を
設
定
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
即
ち
、
①
組
合
の
重
度

（
川
）

の
フ
ォ
ー
ト
の
存
在
、
②
管
理
者
側
の
フ
ォ
ー
ト
な
い
し
違
法
行
為
の
存
在
で
あ
る
。

ｃ
二
つ
の
フ
ォ
ー
ト
の
関
係
こ
の
よ
う
な
組
合
の
フ
ォ
ー
ト
と
指
導
者
の
フ
ォ
ー
ト
と
を
区
別
し
て
論
じ
る
議
論
状
況
は
ま

た
、
行
政
判
例
上
の
分
類
で
あ
る
「
役
務
過
失
（
曾
一
⑰
：
⑫
①
昌
。
①
）
」
と
「
個
人
過
失
（
ず
具
の
ロ
§
Ｃ
目
①
一
一
①
）
」
と
の
区
別
に
対
応
す

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
結
社
に
よ
る
懲
戒
処
分
は
、
通
常
、
総
会
や
委
員
会
な
ど
に
よ
っ
て
宣
告
さ
れ
る
も
の
で

あ
り
、
そ
の
意
味
で
結
社
の
フ
ォ
ー
ト
は
、
結
社
そ
れ
自
体
の
役
務
か
ら
生
じ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
フ
ォ
ー
ト
の
責
め
を
負
う
べ
き

個
人
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
結
社
の
フ
ォ
ー
ト
に
個
人
的
な
い
し
主
観
的
な
事
情
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に

は
、
個
人
過
失
が
認
め
ら
れ
得
る
。
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（
網
）
田
辺
江
蕊
子
「
フ
ラ
ン
ス
公
務
員
法
に
お
け
る
懲
戒
制
度
」
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
研
究
会
編
『
現
代
行
政
の
統
制
ｌ
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
研
究
ｌ

‐
』
（
成
文
堂
、
一
九
九
○
）
一
○
一
頁
以
下
等
参
照
．

（
幻
）
同
様
の
視
点
か
ら
司
法
判
例
の
整
理
を
行
う
も
の
と
し
て
、
」
・
三
．
『
：
、
⑩
．
Ｅ
｝
』
す
⑰
愚
已
画
協
ｏ
Ｃ
－
昌
呂
自
已
『
。
－
弄
已
Ｅ
す
―
―
●
冒
二
や
鳥
・
で
こ
．
『
；
］
し
ゴ
セ
・

巳
凹
①
扇
・
》
］
・
冨
。
【
昌
函
Ｐ
ご
『
ｏ
房
』
ｏ
一
歩
Ｃ
弓
目
①
⑰
【
一
一
ヶ
⑰
１
⑩
顕
で
Ｅ
ケ
ー
ー
ニ
宮
①
⑫
。
←
の
ａ
・
『
⑰
目
⑰
⑥
一
目
胞
冒
の
三
ｇ
》
で
・
ロ
『
・
』
ｇ
『
セ
ロ
・
呂
今
‐
Ⅸ
い
・
ま
た
、
結
社
の

懲
戒
権
に
対
す
る
司
法
統
制
に
つ
い
て
は
、
戸
・
国
『
－
，
目
．
シ
脇
。
、
旨
二
．
鳥
⑰
｛
⑫
旨
二
目
［
鋲
吻
⑰
段
ト
ー
一
８
］
＠
訳
も
い
］
凹
目
罪
６
．
ｍ
Ｃ
局
Ｆ
２

問
題
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
個
人
的
な
い
し
主
観
的
な
事
情
が
存
す
る
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
、
行
政
判
例
で
は
、
フ
ォ
ー
ト
が
公
務
員
の
職
務
の
範
囲
外
で
犯
さ
れ
た
場
合
、
職
務
の
範
囲
内
で
あ
っ
て
も
故
意
に
よ
る
フ
ォ
ー

ト
（
ず
具
・
一
員
の
目
・
目
・
’
一
・
）
の
場
合
、
同
じ
く
職
務
の
範
囲
内
で
あ
っ
て
も
重
度
の
フ
ォ
ー
ト
（
毎
三
③
］
ｏ
巨
己
の
）
の
場
合
に
は
、
個

（
叩
）

人
過
失
が
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
他
方
、
結
社
の
懲
戒
権
に
関
し
て
は
、
以
上
の
判
例
か
ら
、
法
が
管
理
者
・
指
導
者
の
個
人
責

任
を
認
め
て
い
る
場
合
、
指
導
者
が
規
約
の
範
囲
外
の
行
為
を
行
っ
た
場
合
、
国
◎
己
⑫
四
．
三
判
決
の
い
う
一
一
要
件
が
備
わ
っ
て
い
る
場

合
に
個
人
過
失
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、
行
政
判
例
と
司
法
判
例
と
の
間
に
お
け
る
一
定
程
度

の
近
縁
性
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

〆戸、

&'５
，回ン

毎
巨
⑤
の
語
に
つ
き
、
結
社
の
規
約
上
、
懲
戒
処
分
の
対
象
と
し
て
唇
ご
［
⑰
が
語
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
一
非
違
行
為
一
と
し
、
懲
戒
処
分
の
違

法
原
因
と
し
て
ず
具
の
が
語
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
「
フ
ォ
ー
ト
」
と
す
る
こ
と
と
す
る
。
後
者
の
「
フ
ォ
ー
ト
」
に
つ
い
て
は
、
野
田
良
之

「
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
お
け
る
茜
巨
の
の
概
念
」
我
妻
先
生
還
暦
記
念
『
損
害
賠
償
責
任
の
研
究
・
上
』
（
有
斐
閣
、
一
九
五
七
）
一
○
九
頁
以
下
、

ア
ン
ド
レ
・
タ
ン
ク
、
星
野
英
一
訳
「
不
法
行
為
責
任
に
お
け
る
フ
ォ
ー
ト
（
註
昌
Ｃ
）
の
地
位
」
法
協
八
二
巻
六
号
（
’
九
六
六
）
七
一
七
頁

以
下
等
参
照
。

田
辺
江
美
子
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四
脇
◎
＆
農
Ｃ
ご
鋺
己
“
一
一
§
一
℃
霞
も
』
』
←
⑰
一
唾
・
》
ン
・
‐
⑫
・
三
の
⑫
、
胃
１
島
・
勇
二
・
『
国
。
、
一
の
一
三
・
【
昌
一
『
ｂ
『
Ｃ
一
（
烏
鯨
閉
ｇ
ｏ
冒
二
Ｃ
扇
・
勺
・
己
．
『
・
』
し
①
①
・
ロ
」
ｇ
の
戸
鋺
・
公
務

員
に
対
す
る
懲
戒
処
分
に
つ
い
て
の
行
政
判
例
と
企
業
に
お
け
る
懲
戒
処
分
に
つ
い
て
の
司
法
判
例
と
の
比
較
検
討
を
行
う
も
の
と
し
て
、

ェ
・
碗
ヨ
畠
・
Ｐ
の
８
三
『
○
一
⑰
烏
己
『
◎
己
。
ゴ
ー
Ｃ
自
国
一
意
』
の
醗
認
。
・
二
．
冨
已
】
⑫
Ｃ
】
ロ
ー
ヨ
屋
『
ｎ
ｍ
豊
『
⑪
彊
己
」
⑩
鋺
蔵
員
⑤
８
ｓ
目
酸
⑰
勿
昼
息
一
一
一
⑩
烏
］
ロ
１
ｍ
己
ヨ
ロ
ｇ
ｏ
腰
且
‐

ヨ
ヨ
ー
の
自
二
ぐ
の
⑰
こ
巨
一
：
一
「
・
』
）
『
。
一
一
⑳
。
§
一
」
＆
ｃ
壱
・
日
、
。
（
ぬ
。

（
躯
）
滝
沢
正
『
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
理
論
ｌ
国
家
麟
償
地
方
制
度
』
（
衞
斐
閥
一
九
八
四
一
二
六
頁
ま
た
駁
潴
訴
訟
な
い
し
越
橇
訴
訟

に
つ
い
て
は
阿
梛
素
繼
『
フ
ラ
ン
ス
行
政
訴
訟
論
ｌ
越
橇
訴
訟
の
形
成
と
行
政
行
為
の
統
制
ｌ
』
（
衞
斐
閲
一
九
七
二
伊
鱸
洋
一

一
フ
ラ
ン
ス
越
椛
訴
訟
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
の
難
後
消
滅
に
つ
い
て
」
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
研
究
会
編
・
前
掲
（
妬
）
一
四
一
頁
以
下
、
同
『
フ

ラ
ン
ス
行
政
訴
縫
の
研
究
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
）
、
村
上
裕
章
「
越
権
訴
訟
の
性
質
に
関
す
る
理
輪
的
考
察
（
一
）
（
二
．
完
）
」

九
大
法
学
五
七
号
（
一
九
八
八
）
一
頁
以
下
、
五
八
号
二
九
八
九
）
’
八
七
頁
以
下
、
司
法
研
修
所
編
『
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
行
政
裁
判
制

度
の
研
究
』
（
法
曹
会
、
一
九
九
八
）
一
○
七
頁
以
下
等
参
照
。

（
朔
）
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
制
度
の
全
般
的
な
説
明
に
つ
い
て
は
、
滝
沢
正
「
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
制
度
に
つ
い
て
」
判
タ
五
二
二
号
（
一
九
八
四
）
一
七

○
頁
以
下
、
同
『
フ
ラ
ン
ス
法
』
（
三
省
堂
、
一
九
九
七
）
一
七
五
頁
以
下
参
照
。

（
印
）
リ
ヴ
ェ
ロ
、
兼
子
仁
他
編
訳
『
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
）
二
二
七
頁
に
よ
れ
ば
、
司
法
裁
判
所
の
場
合
に
は
行

為
の
取
梢
、
支
払
い
、
あ
る
い
は
作
為
の
命
令
、
法
的
溢
格
の
承
認
等
の
「
請
求
の
多
様
性
は
、
出
訴
者
が
哉
判
所
に
そ
れ
を
訴
え
る
際
の
手

続
の
諸
性
質
に
は
、
言
い
か
え
れ
ば
『
訴
訟
方
式
』
（
：
二
Ｃ
ゴ
目
」
臣
⑫
一
一
Ｃ
⑰
）
に
は
影
響
を
与
え
な
い
。
追
求
さ
れ
て
い
る
目
的
が
何
で
あ
れ
、

訴
訟
方
式
は
一
つ
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
が
、
「
行
政
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
単
一
性
は
存
在
し
な
い
」
。
即
ち
、
行
政
裁
判
に
お
い

て
は
、
本
文
中
で
述
べ
た
取
梢
訴
訟
の
他
に
、
全
面
審
判
訴
訟
（
８
具
の
三
一
・
頁
二
⑰
己
］
の
旨
の
］
且
」
一
・
二
・
口
）
、
解
釈
訴
訟
（
・
・
三
目
二
・
頁
烏

三
三
：
忌
冨
二
目
）
・
適
法
性
審
査
訴
訟
（
８
三
⑥
昌
一
２
×
号
『
色
弓
融
：
二
．
二
二
の
一
僑
騨
一
一
怠
）
、
処
罰
訴
訟
（
８
昌
目
二
①
巨
号
一
四
忌
己
『
§
一
○
コ
）
と
い
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う
訴
訟
類
型
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
訴
訟
類
型
に
つ
い
て
は
、
滝
沢
・
前
掲
（
蛆
）
二
七
頁
、
兼
子
仁
『
現
代
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
』
（
有
斐
閣
、
一

九
七
○
）
七
三
頁
以
下
、
橋
本
博
之
『
行
政
訴
訟
改
革
』
（
弘
文
堂
、
一
一
○
○
一
）
等
参
照
。

（
田
）
く
．
。
画
巨
の
ョ
・
角
国
罵
二
・
ｓ
『
・
】
【
鱈
（
旨
目
酔
一
国
員
一
の
⑪
ａ
・
藝
二
雪
Ｆ
○
・
己
』
・
藝
凹
ｇ
一
七
・
ｓ
〕
⑪
一
切
・
リ
ヴ
ェ
ロ
・
前
掲
（
別
）
二
七
一
一
頁
、
司
法
研
修
所
編
・

前
掲
（
妃
二
○
九
頁
以
下
。

（
犯
）
「
法
の
一
般
原
理
一
に
つ
い
て
は
、
く
・
○
鱈
＆
§
色
・
『
国
罵
○
・
二
『
・
一
［
且
ヨ
ー
ョ
、
目
二
戸
・
ロ
．
。
】
【
・
・
日
宣
。
（
鞄
・
リ
ヴ
ェ
ロ
・
前
掲
（
帥
）
一
○
四
頁
、
滝

沢
・
前
掲
（
蛆
）
［
フ
ラ
ン
ス
法
］
一
一
七
九
頁
以
下
、
植
野
妙
実
子
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
法
の
一
般
原
則
一
比
較
法
雑
誌
一
六
巻
一
一
一
号
（
一
九
八

三
）
二
頁
、
神
谷
昭
『
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
研
究
』
（
有
斐
閣
、
’
九
六
五
）
三
○
二
頁
以
下
、
伊
藤
洋
一
「
フ
ラ
ン
ス
行
政
判
例
に
お
け
る

『
法
の
一
般
原
理
』
に
つ
い
て
一
法
協
一
○
三
巻
八
号
（
一
九
八
六
）
一
六
二
五
頁
以
下
等
参
照
。
ま
た
．
「
防
禦
権
」
に
つ
い
て
は
、
皆
川
治
贋

「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
行
政
の
手
続
的
統
制
（
｜
）
（
二
一
（
三
）
（
凹
完
）
ｌ
防
御
権
（
島
・
一
三
・
一
…
歳
晨
“
）
を
中
心
に
」
自
治
研
究
五
九
巻
一

一
号
（
一
九
八
三
）
一
二
五
頁
以
下
、
六
○
巻
一
号
（
一
九
八
四
）
一
二
五
頁
以
下
、
同
巻
四
号
（
一
九
八
四
）
一
○
八
頁
以
下
、
同
巻
七
号

（
一
九
八
四
）
一
二
○
頁
以
下
、
皆
川
治
魔
・
小
早
川
光
郎
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
行
政
の
手
続
的
統
制
一
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
研
究
会
編
・
前

掲
（
妬
）
二
七
三
頁
以
下
等
参
照
。

（
詔
）
く
・
○
醇
巨
§
⑰
一
・
『
且
示
号
』
『
。
｛
（
且
己
一
三
鷺
「
国
員
・
ロ
。
。
一
一
も
．
ｓ
い
①
一
切
・
リ
ヴ
ェ
ロ
・
前
掲
（
別
）
’
’
七
六
頁
、
阿
部
・
前
掲
（
妃
）
八
一
一
一
頁
以
下
、
一
一

六
頁
以
下
、
司
法
研
修
所
編
・
前
掲
（
蛆
）
一
二
三
頁
以
下
．
ま
た
、
「
梅
限
濫
用
の
統
制
の
派
生
物
」
と
し
て
の
処
分
理
由
の
統
制
に
つ
い
て

は
、
交
告
尚
史
『
処
分
理
由
と
取
梢
訴
訟
』
（
勁
草
書
房
、
一
一
○
○
○
）
、
久
保
茂
樹
一
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
行
政
行
為
の
理
由
附
記
（
一
）
（
二
。

完
）
」
民
商
八
七
巻
五
号
（
一
九
八
三
）
五
一
頁
以
下
、
同
巻
六
号
（
一
九
八
一
一
一
）
四
一
一
一
頁
以
下
．
平
田
和
一
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
行
政
裁

判
ｌ
行
政
の
議
曇
艤
腱
対
す
る
コ
ン
セ
イ
ュ
・
デ
タ
の
裁
判
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
評
価
に
向
け
て
’
一
鍋
古
騒
大
学
法
政
論
禦
九
二
号
（
’

九
八
一
一
）
’
三
一
頁
以
下
等
参
照
。
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リ
ヴ
ェ
ロ
・
前
掲
（
別
）
二
七
六
頁
。

リ
ヴ
エ
ロ
・
前
掲
（
印
）
二
七
九
頁
．
阿
部
・
前
掲
（
蛆
）
九
一
頁
以
下
、
司
法
研
修
所
編
・
前
掲
（
蛆
）
一
一
三
頁
以
下
。

リ
ヴ
エ
ロ
・
前
掲
（
別
）
二
七
九
頁
、
司
法
研
修
所
編
・
前
掲
（
妃
）
二
六
頁
以
下
。

ぺ
・
○
陸
目
、
ョ
⑰
－
．
、
『
国
一
忌
二
・
己
『
・
一
〔
且
冒
冒
⑫
［
国
員
○
つ
・
目
も
．
Ｓ
ｃ
⑥
【
⑫
．
リ
ヴ
ェ
ロ
・
前
掲
（
別
）
二
八
○
頁
以
下
、
阿
部
・
前
掲
（
蛆
）
一
六
五
頁
以
下
、

司
法
研
修
所
編
前
掲
｛
蝿
二
一
七
頁
以
下
三
浦
大
介
一
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
に
お
け
る
裁
鐵
統
制
の
進
驫
（
一
）
（
二
一
（
三
亮
一
’
一
…
『

目
目
扁
湾
、
を
中
心
に
ｌ
｜
都
法
三
六
巻
二
号
（
一
九
九
五
）
四
七
七
頁
以
下
、
一
一
一
七
巻
一
号
（
一
九
九
六
）
二
四
七
頁
以
下
、
三
七
巻
一
一

号
二
九
九
六
）
一
七
九
頁
以
下
。

『
『
旨
昌
一
。
一
ぐ
一
一
号
一
国
顕
・
ヨ
ロ
』
⑥
蔵
ぐ
『
一
の
『
一
召
ｇ
三
⑯
昌
一
。
・
⑫
百
二
一
Ｂ
ａ
・
旨
冒
冒
冨
１
の
目
四
・
脇
・
】
日
目
」
一
凹
・

そ
の
他
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
理
由
①
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
「
一
九
二
五
年
一
二
月
一
五
日
の

メ
ス
ニ
ル
の
案
件
が
、
議
事
日
程
に
記
戦
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
」
、
一
メ
ス
ニ
ル
は
、
直
接
に
自
己
を
防
禦
し
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
手
段
を

利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
況
で
、
総
会
に
出
席
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
」
、
ま
た
「
彼
は
そ
こ
で
発
言
し
、
自
分
を
正
当
化
す
る
た
め
に
有

効
に
努
力
し
た
と
い
う
こ
と
」
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
理
由
②
に
つ
い
て
は
、
組
合
側
が
、
＋
分
な
櫛
成
員
の
数
の
出
席
を
証
明
し
た

一
方
で
、
そ
れ
に
対
す
る
原
告
か
ら
の
証
拠
は
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
理
由
④
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
ま
た
、

裁
判
所
は
、
（
１
）
メ
ス
ニ
ル
が
組
合
の
「
決
定
に
違
反
す
る
前
に
」
そ
の
採
決
に
積
極
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
、
（
２
）
「
総
会
が

権
限
を
こ
え
て
い
な
い
か
ど
う
か
」
或
い
は
総
会
が
メ
ス
ー
ー
ル
の
一
防
禦
の
自
由
を
侵
害
し
な
か
っ
た
か
ど
う
か
」
と
い
う
こ
と
を
「
提
出
さ

れ
た
文
審
の
審
査
に
よ
っ
て
判
断
す
る
一
だ
け
で
十
分
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
．

『
『
一
ケ
目
色
］
。
】
ご
―
―
』
の
］
凹
め
⑯
旨
ｐ
］
い
）
Ｅ
ヨ
ー
＠
ｍ
卿
の
…
。
シ
脇
ｏ
Ｃ
－
畠
８
名
Ｃ
己
く
、
×
…
ｂ
眉
・
勺
昌
・
」
ｃ
い
い
．
』
い
ち
・

一
般
に
、
除
名
処
分
は
、
「
重
大
な
理
由
」
が
あ
る
場
合
に
宣
告
さ
れ
う
る
が
、
い
か
な
る
理
由
が
「
重
大
」
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
規
約
で
明
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確
に
規
定
す
る
必
要
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
。
・
酌
◎
扇
一
》
Ｆ
⑰
⑰
色
⑫
８
．
胃
－
．
コ
：
ロ
，
具
も
』
〕
一
・
幻
・
ロ
ュ
Ｃ
冨
一
》
尹
脇
。
§
二
．
目
色
印
百
ｓ
８
虜
８
．
．
－
（
も
．
ｇ
い
シ
・
‐

、
・
三
①
②
○
言
１
臭
Ｃ
魚
三
・
『
国
信
一
⑦
【
三
・
【
已
三
『
ｂ
８
】
一
号
⑫
回
男
・
向
旨
二
．
目
・
◎
で
．
＆
【
も
」
雷
・

（
腿
）
②
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
個
人
は
．
制
裁
を
提
言
し
あ
る
い
は
科
す
権
限
を
有
す
る
機
関
に
出
頭
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
自
ら
が

非
難
さ
れ
て
い
る
事
実
を
正
確
に
知
る
権
利
を
有
す
る
。
…
・
義
務
の
一
つ
へ
の
違
反
行
為
は
、
防
禦
権
の
明
白
な
侵
害
を
構
成
す
る
。
．
…

彼
に
送
付
さ
れ
た
召
喚
状
は
、
委
員
会
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
事
実
や
提
言
さ
れ
た
制
裁
に
言
及
す
る
も
の
で
は
な
い
一
と
さ
れ
て
い
る
．

（
田
）
乏
冒
］
⑰
》
』
愚
Ｃ
」
召
Ｐ
『
Ｃ
冨
一
皀
口
’
房
愚
ａ
・
己
』
房
Ｃ
・
回
・
Ｂ
ｍ
『
：
一
．
房
Ｐ
目
今
二
ｇ
・
］
函
沼
・
Ｐ
色
目
一
二
□
」
勇
山
・
凶
』
一
角
【
一
ｇ
ｇ
－
ｐ
－
く
一
一
二
①
］
四
ｍ
①
ヨ
の
」
『

」
今
①
。
』
Ｃ
Ｃ
ゴ
・
国
◎
昌
⑪
⑫
日
・
エ
三
⑱
侭
①
（
円
の
一
目
。
・
⑫
ｏ
ｇ
ｇ
の
烏
⑫
四
コ
】
湾
⑥
⑫
一
一
三
Ｃ
媚
『
四
℃
毒
①
⑫
写
・
目
つ
ｇ
い
》
①
目
・
冨
一
・
」
＠
房
．
△
錘
拾
四
ユ
鋲
ｃ
］
目
」
＠
ｃ
ｍ
功
臣
ゴ
ー
、
皀
冒
８
ヨ
ー

ョ
⑥
『
８
二
⑰
娘
ぐ
冒
吻
□
①
ぐ
。
『
圏
一
一
一
①
、
①
芹
烏
『
色
ロ
。
■
皇
路
、
ョ
⑰
三
の
。
Ｆ
⑦
二
三
の
【
診
切
・
｝
し
ｃ
ｃ
・
揖
・
二
９
『
二
ヶ
二
目
一
。
’
く
」
一
巳
⑰
一
四
ｍ
の
旨
。
》
一
○
『
ョ
昌
一
①
五
・
Ｏ
◎
で
○
一
揖
口
望

。
．
、
①
『
○
一
⑰
已
厨
の
、
已
巨
、
冒
腰
・
□
」
し
。
・
回
・
ｃ
９
『
ユ
ヶ
巨
口
四
一
」
の
旨
⑫
⑦
ヨ
Ｐ
］
争
歳
こ
」
ｂ
』
一
・
Ｎ
宮
Ｒ
Ｃ
Ｐ
シ
⑩
『
。
‐
ロ
ニ
ヮ
ロ
⑩
『
『
目
目
・
□
」
◎
』
一
・
吋
・
宍
）
》
ヨ
ユ
ヶ
毎
回
畠
。
弓
一
一
」
⑰

｜
②
、
⑩
旨
ｐ
一
⑦
寂
『
』
旨
つ
・
◎
己
’
昌
一
・
》
『
ユ
ヶ
ニ
冒
一
。
。
Ｚ
⑰
ご
①
艮
巨
」
言
ロ
ー
ｃ
易
．
。
、
。
息
冒
の
．
、
百
二
一
８
－
」
の
す
胃
冒
『
。
。
如
烏
『
『
。
】
⑫
‐
ぐ
風
ぐ
『
２
ｍ
」
召
し
。

』
・
］
胃
》
、
岱
認
・
『
２
．
日
固
く
二
一
一
℃
園
．
、
ｏ
ｎ
・
Ｂ
Ｃ
息
『
昌
】
ご
①
ご
三
８
－
ｍ
』
⑰
冨
冒
Ｑ
○
・
『
１
ぐ
一
一
一
ｍ
ｐ
ｍ
』
巴
〕
・
四
ｓ
》
『
１
百
息
一
号
思
旨
（
’
三
抄
一
Ｐ
函
示
ぐ
』
Ｂ
一
・
つ
①
『
①
三

Ｐ
己
昌
Ｃ
己
８
ヨ
ョ
⑰
『
行
置
一
①
色
ヨ
合
碗
ヨ
⑩
一
一
の
」
⑰
□
曰
、
ａ
函
・
一
己
←
・
凶
’
昌
一
蓬
百
ｍ
⑬
司
れ
］
ョ
昌
一
①
射
石
冨
巨
鴎
ｎ
つ
】
８
。
Ｃ
三
目
目
二
８
－
の

く
①
己
色
。
ｓ
－
ｍ
Ｐ
ｍ
」
Ｃ
い
②
。
】
・
二
〕
一
『
ユ
ワ
宮
ョ
巴
已
⑰
一
ｍ
ｍ
①
旨
①
。
悼
今
］
画
。
ご
》
①
『
一
℃
〕
。
。
◎
昌
一
②
『
⑥
．
、
閏
ｏ
一
①
『
ｇ
■
す
一
一
目
ご
》
ｍ
・
－
℃
い
⑦
・
画
』
］
］
一
○
目
・
勺
昌
・
」
し
］
。
』
・
》
←
好
『
『
‐

一
ヶ
巨
息
一
Ｃ
ぞ
一
一
号
一
ｍ
ｍ
⑦
ヨ
⑩
。
Ｂ
］
巨
冒
一
℃
団
雫
◎
百
・
，
一
《
・
》
『
ユ
ケ
巨
息
一
旦
く
一
一
二
の
一
い
、
⑰
目
⑨
や
〕
Ｅ
ヨ
ー
＠
ｍ
ｇ
ロ
の
ゴ
◎
二
、
．
『
⑥
急
『
四
二
ｏ
園
穿
●
目
⑤
菖
、
①
烏

呑
Ｃ
一
宮
一
一
寧
○
色
割
・
で
回
一
Ｊ
］
し
巴
』
・
巴
》
□
』
し
巴
・
ｍ
Ｃ
ヨ
ョ
・
晄
肖
ユ
ヶ
ニ
息
一
○
一
ぐ
一
一
二
①
旨
い
。
ヨ
⑰
）
］
＠
歳
く
』
＠
巴
》
』
。
『
ｍ
Ｃ
Ｐ
田
⑩
愚
『
且
◎
ョ
田
『
曙
目
⑤
昌
胃
烏

宛
巨
悶
ワ
里
。
」
・
の
．
■
・
」
①
ｕ
『
・
い
」
つ
い
か
つ
》
、
『
コ
ケ
聴
国
己
』
の
旨
い
（
．
、
ロ
ヨ
⑰
」
い
■
ぐ
二
一
一
℃
い
＠
・
×
…
。
シ
膠
Ｃ
⑥
旨
二
．
己
己
口
功
ｎ
Ｏ
ａ
つ
冒
す
一
の
い
」
◎
一
色
、
の
旨
⑤
□
』
ｂ
③
。
・
勿
◎
百
冒
目
』
」
へ

Ｈ
ユ
ワ
・
頤
『
目
ニ
ロ
ヨ
翼
・
烏
一
四
ｍ
の
旨
の
」
山
ョ
昌
一
＠
の
］
・
冨
扁
一
ｓ
ｏ
・
思
念
『
農
Ｃ
二
口
島
。
冒
一
⑰
」
。
⑫
『
曾
自
⑰
い
⑰
一
ケ
］
⑰
脇
厨
」
⑥
一
色
毎
〔
⑰
。
□
」
し
つ
一
・
吻
呂
閂
『
ず
、
『
自
己
①

ヨ
呉
・
烏
勺
煙
ユ
⑫
。
■
ｍ
三
四
易
－
３
Ｐ
Ｆ
目
⑫
⑰
一
一
ｍ
。
．
”
一
恩
『
」
》
◎
』
①
ご
・
い
◎
寅
罠
己
・
脚
］
》
》
『
ユ
ヮ
・
雨
［
・
旨
⑫
一
・
勺
四
ユ
ァ
愚
葱
く
ユ
の
『
］
＠
コ
。
○
臣
一
局
の
．
⑫
。
。
一
旦
⑩
恵
周
．
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〆■、グーへ

７０６９
－’～ｸﾞ

グー、グー、￣、￣、

６８６７６６６５
－プ、＝〆■－〆、－〆

冴芦、

６４
－〆

『
『
－
９
息
一
旦
①
⑫
筥
ヨ
ー
ニ
画
一
Ｐ
睡
諒
ご
ユ
①
『
一
＠
塁
・
Ｃ
ｐ
・
ｏ
－
（
・

権
限
濫
用
に
関
す
る
主
張
に
つ
い
て
は
、
「
プ
レ
ッ
テ
ィ
の
除
名
は
、
古
物
市
の
際
の
彼
の
態
度
、
及
び
店
舗
休
業
へ
の
課
税
に
対
す
る
示
威

行
動
に
つ
い
て
の
態
度
に
関
し
て
は
理
由
が
あ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
、
そ
の
彼
の
行
動
に
対
す
る
苦
情
は
、
既
に
一
九
三
二
年
一
○
月
一
二
日

の
特
別
総
会
に
提
出
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
「
決
定
は
上
訴
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
既
判
力
を
持
つ
も
の
と
し
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

」
．
ｎ
．
勺
・
」
①
ゴ
ー
・
柑
・
。
顔
吋
］
》
ぐ
⑥
勗
昌
一
一
①
⑰
．
』
ｃ
」
■
ゴ
ご
－
⑥
『
】
し
ヨ
Ｐ
『
Ｃ
昌
四
ヨ
①
。
，
函
ｏ
Ｃ
－
⑨
忌
旦
①
の
う
色
麗
、
二
⑥
ロ
冨
喜
Ｐ
Ｃ
轌
瞬
・
で
』
一
・
」
し
鐘
Ｃ
』
・
ｇ
ｐ
旨
口
・
ゴ
つ
》
〔
）
画
脇
・
●
宮
．
。
－
⑰
『
》
凹
熊

Ｃ
Ｏ
Ｓ
す
『
⑰
『
●
函
Ｐ
Ｏ
Ｃ
臣
⑥
●
・
切
望
口
昌
の
色
一
己
百
三
画
二
く
。
』
・
●
・
勺
・
』
心
態
一
・
」
』
Ｃ
・

一
防
禦
権
一
と
い
う
場
合
に
は
、
通
常
は
、
聴
聞
を
受
け
る
権
利
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
わ

が
国
で
一
般
に
「
適
正
手
続
の
保
障
」
が
「
告
知
・
聴
聞
」
あ
る
い
は
一
告
知
・
弁
解
・
防
禦
一
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
と
い
う
意
味
で
捉
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
よ
り
も
狭
い
範
囲
を
保
障
す
る
権
利
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
神
谷
・
前
掲
（
卵
）
三
一
○
頁

注
（
８
）
で
も
、
「
こ
の
防
禦
の
自
由
の
原
理
は
、
英
米
で
自
然
的
正
義
の
原
則
（
高
Ｅ
Ｂ
－
」
房
二
月
ご
｝
①
）
の
一
と
さ
れ
て
い
る
聴
聞
を
う
け
る

権
利
（
国
砲
三
ぢ
ず
・
ず
８
己
）
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
同
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
し
か

し
、
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
結
社
の
懲
戒
権
に
関
し
て
は
、
告
知
の
機
会
の
保
隙
も
ま
た
防
禦
権
の
一
内
容
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

「
Ｃ
臣
一
Ｃ
色
め
ゆ
将
凹
」
⑩
の
①
ヨ
ゴ
『
○
一
碇
犀
凹
・
◎
己
．
Ｂ
一
・

『
ユ
く
・
の
一
く
・
号
一
由
⑫
①
目
①
』
『
急
月
ヨ
ワ
『
ロ
一
℃
Ｃ
『
。
。
▽
ｎ
戸

で
輯
ユ
夢
ｃ
］
色
。
く
旨
『
’
＠
Ｃ
Ｐ
Ｃ
百
・
○
一
斤
。

『
◎
巨
一
Ｃ
乞
い
①
い
』
亘
句
○
・
］
韓
的
凶
も
つ
・
●
戸
》
『
ユ
ケ
筥
口
、
一
．
】
ぐ
一
一
。
⑰
一
四
四
、
旨
⑥
』
ゴ
ロ
⑱
、
』
＠
Ｃ
ヨ
》
Ｃ
ｓ
・
凰
一
・
亀
湧
二
い
む
］
色
ご
く
一
⑰
『
一
＠
ｃ
ｍ
・
◎
つ
・
口
【
・
叩
『
ユ
ラ
臣
己
四
一
ｓ
ご
】
一
二
⑰
一
座
⑫
口
冒
Ｐ
］
①

寂
ぐ
・
一
旨
９
○
℃
．
。
一
一
・
一
『
ユ
ヴ
目
鱈
一
己
⑰
⑫
皇
三
－
三
二
Ｐ
韓
歳
ご
」
し
置
乙
で
．
○
一
一
・
》
シ
己
隔
『
詑
〕
］
ヨ
ニ
一
日
い
む
己
．
。
－
｛
・
》
】
ゴ
弓
・
哩
昌
』
①
三
雲
・
二
○
一
四
ｍ
⑰
ヨ
⑰
】
一
山
ョ
皇

一
℃
②
戸
◎
己
。
●
二
・ ■
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（
皿
）
Ｃ
駕
唾
。
Ｑ
こ
』
⑦
：
ぐ
目
】
す
局
］
し
一
」
》
、
。
『
己
Ｃ
『
ｇ
ｅ
Ｃ
・
の
昌
ご
ヨ
貝
四
目
●
腰
・
ロ
勺
」
し
ご
」
か
一
・

（
、
）
『
コ
ケ
硯
『
自
二
①
冒
呂
・
△
⑰
］
■
ぬ
ロ
ヨ
①
。
】
山
曰
昌
】
①
Ｓ
ｂ
や
Ｂ
【
・

（
わ
）
］
・
富
。
『
圏
、
。
。
Ｆ
画
一
】
す
⑩
１
⑱
」
・
尉
８
の
」
圏
。
三
目
二
『
。
】
《
己
巨
ケ
一
一
Ｃ
節
目
窟
一
切
》
○
百
・
凰
（
・
も
．
』
』
一
・

（
ね
）
『
１
ケ
目
四
一
。
】
ぐ
一
一
二
の
］
ゆ
め
⑥
ヨ
の
．
』
寂
く
・
】
し
ヨ
ロ
ど
の
・
ｍ
Ｃ
ｇ
の
忘
恩
忌
日
一
の
⑪
戸
色
ョ
一
目
｜
⑩
』
①
⑫
シ
殖
呂
冨
‐
く
畠
①
国
ｂ
目
・
国
］
・
」
Ｃ
ｓ
』
・
一
望
角
１
宮
冒
一
烏

⑫
昌
昌
‐
屋
画
一
Ｐ
熊
歳
ご
』
富
一
望
８
．
＆
一
・
》
『
ユ
ワ
・
函
『
凶
己
⑰
旨
望
．
⑫
⑰
ヨ
⑰
」
］
③
ご
ュ
一
一
℃
い
Ｐ
Ｃ
□
・
巳
一
・
》
Ｈ
１
す
．
、
『
目
。
○
ヨ
韓
巳
①
で
園
⑫
．
⑭
山
ョ
臼
鰯
一
Ｓ
Ｐ
８
・
目
・

（
側
）
『
ユ
ヶ
．
脆
【
曽
烏
冒
呂
・
号
恵
ユ
、
》
＆
日
日
硯
｛
召
Ｐ
Ｃ
で
．
。
戸

（
布
）
『
１
ケ
目
四
一
ｇ
ぐ
一
一
二
の
旨
、
⑰
曰
①
」
『
急
Ｃ
・
一
迫
ｓ
ｂ
ｐ
・
目
，
》
ヨ
ユ
盲
目
］
。
ご
】
一
二
口
｜
“
⑫
⑩
冒
允
」
⑦
敏
く
』
し
凶
Ｐ
Ｃ
己
・
呉
’
だ
百
ｍ
の
扇
雪
ピ
ョ
昌
一
９
ｍ
も
つ
・
ａ
【
．
》
『
コ
ケ
・
碇
『
目
旦
①

一
．
鷺
．
⑫
①
旨
⑥
』
］
画
く
ユ
］
一
℃
ご
ｂ
己
・
ロ
芦
’
閂
ユ
ケ
・
頤
『
目
。
③
旨
呂
・
号
で
回
ユ
、
禦
呂
目
自
切
］
℃
『
Ｐ
ｏ
ｓ
・
ロ
ー
芹
・

（
乃
）
曰
可
昏
函
『
四
目
○
ヨ
、
行
い
①
目
①
』
］
色
ご
ュ
］
一
℃
巴
・
◎
己
．
、
芦
．

（
両
）
」
百
隔
日
巳
冒
凰
］
①
］
い
ち
己
・
の
戸

（
耐
）
同
旨
の
判
例
と
し
て
、
『
『
一
盲
コ
ロ
ー
ロ
ー
こ
】
一
己
⑰
一
四
ｍ
①
旨
の
』
剴
忌
Ｃ
』
Ｃ
ｓ
．
：
。
。
】
（
・
》
『
『
一
ヶ
。
ｍ
『
自
旦
⑥
旨
い
Ｅ
⑥
勺
餌
『
旨
・
巳
ョ
巴
醜
］
曰
Ｐ
Ｃ
己
・
ロ
ー
｛
・

（
ね
）
、
色
脇
．
Ｑ
こ
・
』
ニ
ョ
筥
鰯
一
・
日
》
四
百
号
菖
冒
＆
一
目
一
二
⑰
ニ
ニ
ー
冒
扇
⑰
①
一
号
⑫
８
ぐ
一
『
Ｃ
易
○
・
□
『
・
幻
』
Ｃ
【
一
貫
ヨ
］
・
三
．
国
ｐ
ｍ
Ｐ
Ｆ
色
一
一
ヶ
ロ
ゴ
③
。
ぱ
い
⑫
ｃ
ｃ
一
豊
○
コ
の
ロ

ニ『。】【己巨ワ一一ｃ辱●画曰や畠、ｂで。＆（。⑪ご・いら］》ゴ（》一⑰』」・

（
帥
）
丙
・
因
１
ｓ
⑰
一
・
シ
い
い
。
。
旨
二
．
扇
。
（
四
百
ｓ
８
－
⑰
．
ｇ
・
＆
【
も
。
】
い
］
．
ま
た
、
山
口
俊
夫
教
授
も
、
「
特
殊
性
の
原
則
」
と
は
、
「
法
人
の
活
動
と
そ
の
資
産
の

利
用
は
立
法
規
定
お
よ
び
定
款
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
規
制
さ
れ
る
」
と
す
る
準
則
で
あ
る
と
説
明
し
、
こ
れ
に
よ
り
法
人
の
資
産
は
、

構
成
員
の
個
人
資
産
か
ら
は
独
立
し
、
定
款
所
定
の
活
動
お
よ
び
そ
の
目
的
の
た
め
だ
け
に
使
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い

る
。
山
口
俊
夫
『
概
説
フ
ラ
ン
ス
法
上
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
）
三
九
二
頁
。

ど
と
い
う
点
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。
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‐、￣、￣、￣、〆＝、〆へ

８８８７８６８５８４８３
、＝〆■_〆～〆～〆￣〆、＝＝

－、

８２
－ン

『
ユ
ヮ
目
画
一
、
ヨ
ー
ニ
⑦
一
国
⑫
①
胃
・
←
」
巳
。
’
ｃ
⑫
ｇ
ｏ
で
ｈ
二
・
首
１
ケ
目
四
一
，
一
ぐ
一
一
月
一
四
ｍ
①
旨
①
」
Ｃ
寂
く
・
ｌ
Ｃ
３
》
◎
己
・
の
一
（
・
も
つ
と
』
わ
、
後
者
の
」
Ｃ
『
屑
判
決
に
つ

い
て
は
評
価
が
分
か
れ
う
る
。
こ
れ
は
、
ス
ボ
ー
ッ
ク
ラ
プ
の
ラ
グ
ビ
ー
選
手
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
が
五
万
フ
ラ
ン
を
受
け
取
っ
た
行
為
が

ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
遵
守
を
求
め
る
内
部
規
約
に
違
反
す
る
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
ラ
グ
ビ
ー
連
盟
か
ら
処
分
を
受
け
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
．
ジ
ョ

ル
ジ
ュ
は
、
こ
の
金
銭
の
受
領
が
選
手
と
し
て
の
も
の
で
は
な
く
歯
科
医
の
仕
事
の
対
価
と
し
て
の
も
の
で
あ
り
、
連
盟
は
判
断
を
誤
っ
た
熱

と
主
張
し
た
。
判
決
は
、
「
裁
判
所
の
役
割
は
、
規
約
が
適
正
に
適
用
さ
れ
た
か
、
正
し
く
解
釈
さ
れ
た
か
を
審
査
す
る
に
と
ど
ま
る
一
と
し
、

「
規
約
の
違
反
も
防
禦
権
の
侵
害
も
な
い
」
と
述
べ
て
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
の
主
張
を
斥
け
た
。
判
決
自
体
は
結
社
の
懲
戒
権
の
審
査
に
つ
き
自
制
的

な
統
制
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
Ｊ
・
ブ
レ
ッ
ト
・
ド
・
ラ
・
グ
レ
ッ
セ
イ
ュ
は
、
本
判
決
の
評
釈
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い

る
。
判
決
が
、
「
領
収
書
は
…
・
補
足
の
評
価
要
素
で
し
か
な
く
、
こ
の
要
素
を
考
慮
に
入
れ
な
く
て
も
」
彼
に
対
す
る
処
分
は
認
め
ら
れ
る

と
判
断
し
て
い
る
箇
所
に
お
い
て
、
「
裁
判
所
は
．
珈
実
の
具
体
性
及
び
そ
の
性
質
決
定
の
統
制
を
行
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
見
解
に
従
え
ば
、
本
判
決
は
、
後
述
す
る
事
実
の
過
誤
の
統
制
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
」
団
忌
旨
烏
Ｅ

Ｃ
『
⑰
⑫
圏
望
ｐ
ｚ
Ｃ
－
の
韓
○
房
『
ユ
ヮ
皀
愚
』
。
ご
『
一
号
一
煙
⑰
⑥
ヨ
⑰
】
］
＠
歳
ぐ
』
し
３
６
己
．
●
】
〔
・

『
ユ
ウ
臣
邑
昌
、
】
ユ
一
己
の
｜
煙
⑫
⑥
旨
ｐ
一
一
皀
旨
一
℃
い
か
◎
己
・
昌
一
・

口
Ｃ
ａ
３
頁
目
］
目
こ
－
．
『
］
冨
垣
少
号
①
【
頓
①
一
四
目
研
Ｃ
・
冒
目
冨
且
の
〔
色
冒
の
場
」
麗
し
』
』
七
・

『
ユ
ワ
目
色
一
ｇ
ａ
ｌ
烏
一
ｍ
ｍ
の
目
⑰
〉
」
寂
こ
」
＠
ｓ
》
◎
己
・
◎
一
一
・

『
１
ケ
目
四
一
号
一
ｍ
ｍ
①
旨
の
‐
巨
歳
１
⑰
目
⑪
）
」
画
く
ユ
｜
］
埠
日
》
。
…
。
．
⑫
望
⑰
『
臼
目
月
⑫
ｂ
・
一
℃
目
．
⑬
』
軍
．

『
ユ
ワ
臣
ョ
、
一
口
］
ぐ
一
一
号
一
色
⑫
の
ヨ
巾
杢
寂
ぐ
』
垣
ｓ
・
◎
で
．
＆
一
・

つ
Ｃ
臣
昌
・
ゴ
］
巨
冒
｝
白
い
》
Ｏ
の
一
己
一
月
①
ｎ
．
因
⑥
『
冨
員
・
◎
月
・
勺
四
一
Ｊ
－
旨
い
．
い
い
台
ユ
ン
ョ
、
◎
昂
・
■
］
冒
巴
一
℃
鶴
。
。
ご
・
Ｃ
一
（
・
》
『
回
す
■
目
－
，
－
ぐ
一
一
二
⑰
『
Ｃ
Ｅ
唾
』
い
〕
巨
冒
｜
巴
『
・
×
…

。
・
ぬ
。
＆
⑨
怠
』
苣
『
‐
『
◎
巨
国
旨
、
】
○
筒
・
や
』
一
Ｊ
－
９
コ
・
脚
・
Ｃ
Ｃ
②
、
凹
閉
・
ロ
く
・
」
⑦
『
）
一
○
昌
昌
一
℃
『
』
》
□
①
昌
醸
Ｃ
・
ン
腸
。
。
｛
畠
Ｃ
弓
ｍ
Ｓ
ｃ
１
－
ご
ロ
ニ
ニ
。
。
｛
［
□
⑩
く
四
一
ケ
●
皀
月
⑰
｛
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〆￣、グー、

９７９６
、-戸、-〆

〆＝、ニー、

９５９４
￣￣グ

グー、グー、〆角、〆へ〆占へ

９３９２９１９０８９
－〆～〆閨－〆～グ－グ

呂
耳
Ｐ
」
・
○
で
．
》
Ｓ
『
回
・
凶
」
己
函
砕
○
凹
田
・
勺
曲
一
Ｊ
一
℃
目
・
国
・
己
］
←
□
』
＠
『
凶
．
、
。
ヨ
ョ
」
３
石
酉
⑫
、
．
Ｑ
ぐ
．
。
’
」
寂
ご
ユ
⑰
『
己
ヨ
Ｐ
Ｐ
Ｄ
由
目
昌
一
｜
の
。
。
シ
⑲
『
●
‐
Ｃ
－
Ｅ
ケ
ニ
の

Ｐ
Ｃ
ユ
①
貝
・
刃
①
ぐ
巨
⑤
ロ
屈
め
。
。
｛
（
〔
⑯
』
垣
函
Ｃ
』
←
ｃ
》
の
凹
鵠
．
且
ぐ
Ｊ
ｌ
⑰
『
。
』
、
Ｃ
Ｃ
Ｓ
す
『
⑰
一
迫
望
暫
西
胃
ロ
幽
巨
」
○
・
祠
酋
毎
『
酌
二
○
コ
可
四
目
や
皇
い
の
□
⑪
ワ
ユ
ロ
、
⑰
①
（
鱈
毎
百
⑰
⑫
。
□
・
・
］
し
恩
）
い
田
・

『
ユ
可
臣
目
一
旦
く
一
一
□
①
盲
四
⑰
言
①
』
②
寂
こ
』
Ｂ
９
．
つ
．
。
芦
・

日
二
ケ
宮
息
一
旦
ご
一
一
身
一
陣
ｍ
⑰
旨
⑰
。
←
旨
旨
｝
＠
段
〉
。
□
・
昌
一
・

『
コ
ケ
．
、
国
口
已
⑰
旨
切
（
．
⑫
①
旨
⑪
一
〕
画
く
ユ
ｌ
－
ｂ
ｍ
Ｐ
Ｃ
ｐ
・
＆
一
・

口
。
■
昌
警
ｓ
」
臣
ヨ
一
℃
脚
い
ち
ロ
．
ｓ
一
・

さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
取
り
消
さ
れ
る
べ
き
「
決
定
が
、
控
訴
人
に
損
害
を
与
え
た
」
こ
と
を
認
め
、
結
局
以
下
の
よ
う
な
処
分
を
命
じ
た
。

ま
ず
、
組
合
の
除
名
処
分
の
無
効
、
一
日
遅
滞
す
る
ご
と
に
一
○
○
フ
ラ
ン
の
支
払
い
を
命
じ
る
罰
金
強
制
（
陣
召
●
①
ヨ
ー
⑰
）
つ
き
の
デ
ル
プ
ラ

ス
の
地
位
の
回
復
、
損
害
賠
償
一
○
○
○
フ
ラ
ン
の
支
払
い
、
こ
の
損
害
賠
償
の
補
足
（
旨
弓
示
ョ
⑤
三
）
と
し
て
北
フ
ラ
ン
ス
建
築
士
協
会
連

盟
（
。
『
自
己
⑥
ョ
の
昌
已
の
一
四
思
念
『
豊
・
ゴ
ー
⑰
吻
胃
口
冨
の
Ｃ
【
⑰
⑫
目
ゴ
Ｃ
ａ
巳
③
一
色
『
国
冒
⑦
）
の
公
報
に
組
合
の
経
費
で
本
判
決
を
掲
栽
す
る
こ
と
を
組

合
に
命
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

シ
コ
顕
⑰
劇
》
ご
ヨ
昌
一
Ｄ
］
ｕ
・
◎
己
．
。
｛
（
．

も
っ
と
も
、
裁
判
所
は
、
防
禦
の
機
会
を
与
え
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
か
ら
、
’
九
三
四
年
五
月
一
三
日
の
総
会
の
決
定
を
取
り
消
さ
れ
る
べ

き
も
の
と
判
示
し
て
い
る
。

楠
本
・
前
掲
（
印
）
六
一
頁
以
下
、
’
四
一
頁
以
下
等
参
照
。

行
政
責
任
と
民
事
責
任
と
を
区
別
す
る
一
般
的
基
準
、
及
び
例
外
的
に
民
事
責
任
の
範
囲
を
拡
大
す
る
立
法
・
判
例
に
つ
い
て
は
、
滝
沢
・
前

掲
（
妃
）
七
五
頁
以
下
参
照
。
ま
た
、
行
政
賠
償
責
任
に
つ
い
て
は
、
神
谷
・
前
掲
（
皿
）
三
五
一
頁
以
下
、
雄
川
一
郎
『
行
政
の
法
理
』
（
有
斐

閣
、
’
九
八
六
）
四
一
六
頁
以
下
、
小
幡
純
子
「
フ
ラ
ン
ス
行
政
賠
償
責
任
に
お
け
る
行
政
統
制
機
能
の
一
考
察
」
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
研
究
会
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編
・
前
掲
（
妬
）
一
六
一
頁
以
下
、
久
保
茂
樹
「
フ
ラ
ン
ス
国
家
責
任
法
の
一
般
理
論
に
つ
い
て
の
再
検
討
（
｜
）
（
一
一
）
（
三
）
（
四
．
完
）
」
青
法
三

一
巻
一
・
一
一
・
三
合
併
号
（
一
九
八
九
）
二
一
七
頁
以
下
、
三
一
一
巻
一
号
（
’
九
九
○
）
八
九
頁
以
下
、
一
一
一
一
一
巻
一
一
一
・
四
合
併
号
（
一
九
九
一
）

一
一
七
頁
以
下
、
三
四
巻
一
号
（
’
九
九
一
一
）
四
三
頁
以
下
、
同
「
裁
判
判
決
と
国
家
責
任
」
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
研
究
会
編
・
前
掲
（
蛆
）
一
九

七
頁
以
下
、
北
村
和
生
「
フ
ラ
ン
ス
行
政
賠
償
責
任
に
お
け
る
重
過
失
責
任
（
一
）
（
二
．
完
）
」
法
学
論
叢
一
二
七
巻
四
号
（
一
九
九
○
）
五
六

頁
以
下
、
’
二
八
巻
一
号
（
一
九
九
○
）
七
七
頁
以
下
、
村
上
順
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
人
身
事
故
と
行
政
の
不
作
為
責
任
」
フ
ラ
ン
ス
行
政

法
研
究
会
編
・
前
掲
（
妬
二
七
七
頁
以
下
等
参
照
。

』
・
三
。
『
目
鳴
・
巨
一
弓
⑦
ゴ
毎
旦
．
勝
ｇ
ｏ
富
二
目
自
身
・
『
５
こ
つ
一
一
Ｃ
沖
自
国
】
い
・
Ｃ
っ
。
｛
［
・
壱
・
Ｍ
台
・
く
・
○
胃
鳥
目
⑥
（
．
『
国
一
息
」
。
』
『
。
｛
一
画
目
】
一
三
鈎
目
員
Ｃ
で
．
ｏ
一
一
も
・
一
念
・

『
ユ
ヮ
ニ
ｇ
－
ｏ
ぞ
】
Ｅ
⑩
一
色
⑫
⑰
言
の
》
や
寂
ぐ
』
＠
ｓ
ｂ
己
．
。
】
一
も
曇
．
Ｑ
『
・
』
⑥
二
．
ご
』
し
一
一
・
Ｃ
己
・
Ｃ
－
【
・
》
［
）
Ｃ
厨
一
己
」
色
目
］
旨
い
・
・
己
・
ロ
ー
〔
・
円
『
ニ
ワ
目
色
一
二
⑰
晋
一
三
－
三
四
一
Ｐ
函
歓
ご
・

｝
』
］
←
６
℃
．
、
一
（
・
白
】
ず
．
酉
目
烏
ヨ
⑫
且
⑤
一
⑱
⑫
⑰
旨
①
」
山
目
昌
一
ｃ
②
］
・
８
．
。
－
（
・

『
ユ
ヴ
・
ｏ
－
ご
’
二
○
一
⑪
、
③
旨
①
」
⑰
『
曰
昌
一
ｃ
三
．
８
．
ｓ
（
・

同
様
に
復
職
を
命
じ
た
判
決
と
し
て
、
ご
◎
臣
一
目
）
巨
旨
ら
Ⅸ
・
・
己
・
・
一
【
・

ロ
●
国
．
。
」
臣
旨
］
旨
い
も
つ
・
目
・
閂
１
冒
冒
一
○
一
ぐ
一
一
二
⑰
盲
切
、
旨
ｐ
←
］
目
。
一
℃
い
①
．
。
己
・
の
一
一
・

闘
金
強
制
の
意
義
や
制
度
的
基
礎
、
判
例
理
論
、
学
説
の
状
況
等
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
山
本
桂
一
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お

け
る
債
務
の
農
月
ご
訂
（
舸
金
強
制
）
に
つ
い
て
」
我
妻
先
生
還
暦
記
念
『
損
害
賠
償
責
任
の
研
究
・
下
』
（
有
斐
閣
、
一
九
六
五
）
一
一
七
頁

以
下
参
照
。
ま
た
、
行
政
行
為
に
対
す
る
取
消
判
決
の
履
行
確
保
手
段
と
し
て
の
罰
金
強
制
に
つ
い
て
は
、
交
告
尚
史
「
判
決
の
履
行
を
確
保

す
る
手
段
」
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
研
究
会
編
・
前
掲
（
妬
）
一
二
三
頁
以
下
、
柵
本
・
前
掲
（
卯
）
四
一
頁
以
下
参
照
。

Ｄ
ｏ
ｇ
一
・
．
亘
己
－
９
ｕ
・
◎
で
．
。
旨

』
・
三
・
国
口
、
⑪
巨
浮
⑪
１
⑲
」
．
陽
８
旦
皀
－
９
８
二
目
（
官
三
一
・
沖
目
や
島
。
ｐ
＆
一
・
七
・
吋
ｓ
・
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